
 

 

 

平成２９年度 大東市教育委員会 

６月 定 例 会 会 議 録 
 

 

 

１．開催年月日 

  平成２９年６月３０日（水） 午前１０時００分～午前１１時１０分 

 

２．開催場所 

  大東市教育委員会会議室 

 

３．出席者（５名） 

・教育長          亀岡 治義 

 ・教育委員         花田 眞理子 

・教育委員         田中 佐知子 

・教育委員         水野 達朗 

・教育委員         太田 忠雄 

 

４．出席説明員（１６名） 

・学校教育部長兼教育政策室長            品川 知寛 

 ・学校教育部指導監                 岡本 功 

 ・生涯学習部長                   南田 隆司 

・学校教育部総括次長兼学校管理課長         辻本 雄大 

・生涯学習部総括次長兼スポーツ振興課長       前田 長昭 

・学校教育部次長兼野崎青少年教育センター所長    伊藤 晴人 

・生涯学習部次長兼生涯学習課長           田川 愛実 

・学校教育部教育政策室課長             藤原 成典 

・学校教育部教育政策室課長             田口 誠 

・学校教育部教育政策室課長             新井 雅也 

・学校教育部教育政策室課長             宮田 典子  

・学校教育部教育政策室課長兼教育研究所所長     渡邊 良 

・生涯学習課参事                  黒田 淳 

・生涯学習課参事                  吉田 浩樹 

 ・北条青少年教育センター所長            梅本 正直 

・学校教育部教育政策室上席主査           小田 恭裕 

 

 

 

 



５．議事日程 

  

日 程 第 １  会議録署名委員の指名について 

 

 

日 程 第 ２   教委議案第１５号 

大東市公共施設予約システムに関する規則の一部を改正する規則に 

ついて 

              

日 程 第 ３  教委議案第１６号 

大東市立生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則につ 

いて 

              

日 程 第 ４  教委議案第１７号 

大東市立文化情報センター条例施行規則の一部を改正する規則につ 

いて 

              

日 程 第 ５  教委議案第１８号 

大東市立生涯学習ルーム条例施行規則の一部を改正する規則につい 

て 

              

日 程 第 ６  教委議案第１９号 

大東市立総合文化センター条例規則の一部を改正する規則について 

              

日 程 第 ７  教委議案第２０号 

大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則の一部を改 

正する規則について 

              

日 程 第 ８  教委議案第２１号 

大東市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

日 程 第 ９  教委議案第２２号 

         大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則について 

              

日 程 第１０  教委議案第２３号 

          大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員の委嘱について 

              

日 程 第１１  一般業務報告 

 

 



６．議案書 

 

 

教委議案第１５号 
 
 

大東市公共施設予約システムに関する規則の一部を改正する規則について 
 
 
大東市公共施設予約システムに関する規則の一部を改正する規則を次のとおり制定 

する。 
 
 

平成２９年６月３０日提出 
 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理     由 
 

 
大東市公共施設予約システム更新に伴い、所要の改正を行うため。 

 

 

 

 

 



大東市公共施設予約システムに関する規則の一部を改正する規則 

 

平成２９年７月３日 

教委規則第 ７ 号 

 

大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第３条を次のように改める。 

（対象施設） 

第３条 予約システムの対象となる公共施設（以下「対象施設」という。）は、次に掲げる

とおりとする。 

(1) 大東市立生涯学習センター 

(2) 大東市立文化情報センター 

(3) 大東市立まなび北新 

(4) 大東市立まなび泉 

(5) 大東市立まなび南郷 

(6) 大東市立公民館 

(7) 大東市立ふれあいルーム 

(8) 大東市立市民体育館 

(9) 大東市立テニスコート 

(10) 大東市立龍間運動広場 

(11) 大東市立四条体育館 

(12) 大東市立四条グラウンド 

(13) 大東市立北条体育館 

(14) 大東市立北条グラウンド 

(15) 大東市立市民会館 

(16) 住道中学校、深野中学校および四条中学校の校庭（夜間照明設備を使用する場合に 

限る。） 

２ 前項に掲げる施設のほか、予約システムにより予約状況の閲覧のみができる施設は、 



大東市立文化ホールとする。 

第４条第２項中「、大東市立生涯学習センター、大東市立公民館、大東市立歴史とスポ

ーツふれあいセンター、大東市立市民体育館」を削り、「、大東市立北条体育館または大東

市立北条グラウンド」を「その他委員会が必要と認める施設」に改める。 

第５条第１項中「申請者が団体の代表者」を「申請者が団体」に改め、同条第２項中「、

大東市公共施設予約システム登録完了通知書（様式第３号）により」を「予約システムの

メール機能により、または大東市公共予約システム利用者内容確認書（様式第３号）を交

付することにより」に改める。 

第８条第１項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) ３年以上予約システムの使用がないとき。 

第９条第１項中「端末機に」を削り、「入力することにより」を「用いて」に改める。 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 
大東市公共施設予約システム登録申請書 

 1  新 規  2  変 更  3  再 発 行  4  そ の 他

（      ） 
（あて先）大東市教育委員会 
 大東市公共施設予約システムに関する規則の規定により、次のとおり申請します。 

使用する施設に○印をしてください。 申 請 日     年  月  日 

I D 番 号           ※すでに登録のある方は、 
ID 番号を記入してください 

パ ス ワ ー ド         ※英数字を組み合わせてください 
※４ケタ以上８ケタまで 

フ リ ガ ナ   生年月日（個人の場合） 
氏名または団体名 姓／団体名 名     年  月  日 

住所／団体所在地 
〒 
 

連 絡 先 
電  話  携帯電話  

メ ー ル 
アドレス 

（メールアドレスを登録すると、抽選予約の当選・落選等をメールでお知らせすることができます。） 
 

主 な 使 用 目 的 
目的と内容を具体的に記入してください。 
 

※ 

団 

体 

の 
み 

フ リ ガ ナ   生年月日 

代表者氏名 
姓 名     年  月  日 

代表者住所 
〒 □上記に同じ 

 
代 表 者 
連 絡 先 

電  話 □上記に同じ 携帯電話 □上記に同じ 

※以下は団体の代表者と使用責任者が異なる場合にご記入ください 
フ リ ガ ナ   生年月日 

責任者氏名 
姓 名     年  月  日 

責任者住所 
〒 
 

責 任 者 
連 絡 先 

電  話  携帯電話  

※団体登録の場合は、別途団体構成員名簿を提出してください。 
誓約事項等(ご確認の上、□にチェックを入れてください。) 

□ 施設の使用に当たり暴力団の利益となり、またはその利益となるおそれがある行為を行いません。 
□ 使用許可後に暴力団の利益となり、またはそのおそれがあると判断されたときに使用許可を取り消され

ても、その賠償の責等を大東市に一切求めません。 
□ 記載された個人情報に関し、大東市暴力団排除条例第 15 条第 2 項の規定に基づき、大東市が他の官公

署に照会を行うことについて同意します。 
－ 以下事務処理欄 － 

確 認 書 類 免許証・学生証・その他（      ） 確 認 者  

使用者区分 □市内 
□市外 

□団体 
□個人 

□営利 
□非営利 

□社会教育団体 
□男女共同参画団体 

□中学生の個人・団体 
 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東市指定管理者」

と読み替えるものとします。



様式第２号（第５条関係） 

大東市公共施設予約システム団体構成員名簿 
（あて先）大東市教育委員会 

提出日    年  月  日 

 大東市公共施設予約システムに関する規則の規定により、次のとおり提出します。 

（ふりがな） 
団 体 名 

 

 

 氏名 住所 ※学校名・勤務先 
（市外在住者のみ） 

区分 
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

  ／  枚目 
※ 市外在住者で市内在学または在勤の方は、学校名または勤務先名を記載してください。 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東市指定管理者」

と読み替えるものとします。



様式第３号（第５条関係） 
大東市公共施設予約システム利用者内容確認書 

年  月  日   
I D 番 号  

利 用 者 区 分  

フ リ ガ ナ  
利用者または団体名  

住所または団体所在地 

〒        

 
 
 

連 絡 先 
 
 

パ ス ワ ー ド  
利 用 登 録 施 設  

 
 

付 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正前の大東市公共施設予約システムに関する規則の規定によって行われた登録その

他の手続は、改正後の大東市公共施設予約システムに関する規則の規定によって行われ

たものとみなす。 



大東市公共施設予約システムに関する規則 新旧対照表 

新 旧 

○大東市公共施設予約システムに関する規則 ○大東市公共施設予約システムに関する規則 
平成１８年２月２３日 教委規則第１号 平成１８年２月２３日 教委規則第１号 

  

（対象施設） （対象施設） 

第３条 予約システムの対象となる公共施設（以下「対象施設」という。）は、

次に掲げるとおりとする。 

第３条 予約システムの対象となる公共施設（以下「対象施設」という。）は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 大東市立生涯学習センター (1) 大東市立生涯学習センター 

(2) 大東市立文化情報センター  

(3) 大東市立まなび北新 (2) 大東市立まなび北新 

(4) 大東市立まなび泉 (3) 大東市立まなび泉 

(5) 大東市立まなび南郷 (4) 大東市立まなび南郷 

(6) 大東市立公民館 (5) 大東市立公民館 

(7) 大東市立ふれあいルーム (6) 大東市立歴史とスポーツふれあいセンター 

(8) 大東市立市民体育館 (7) 大東市立市民体育館 

(9) 大東市立テニスコート (8) 大東市立テニスコート 

(10) 大東市立龍間運動広場  

(11) 大東市立四条体育館  

(12) 大東市立四条グラウンド  

(13) 大東市立北条体育館 (9) 大東市立北条体育館 

(14) 大東市立北条グラウンド (10) 大東市立北条グラウンド 

(15) 大東市立市民会館  

(16)  住道中学校、深野中学校および四条中学校の校庭（夜間照明設備を使用  



する場合に限る。） 

２ 前項に掲げる施設のほか、予約システムにより予約状況の閲覧のみができる

施設は、大東市立文化ホールとする。 

 

２ 前項に規定する施設のほか、次に掲げる公共施設の予約状況に係る情報提供

を行うものとする。 

 (1) 大東市立青少年野外活動センター 

 (2) 大東市立文化ホール 

 (3) 大東市立文化情報センター 

 (4) 大東市立龍間運動広場 

 (5) 大東市立市民会館 

（システム登録資格） （システム登録資格） 

第４条 システム登録を行うことができる者は、１６歳以上で、次の各号のいず

れかに該当する者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の利益になり、

またはその利益になるおそれがあると認められるときは、システム登録を行う

ことができない。 

第４条 システム登録を行うことができる者は、１６歳以上で、次の各号のいず

れかに該当する者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の利益になり、

またはその利益になるおそれがあると認められるときは、システム登録を行う

ことができない。 

(1) 市内に在住する者 (1) 市内に在住する者 

(2) 市内の学校等に在学する者 (2) 市内の学校等に在学する者 

(3) 市内の事業所等に勤務する者 (3) 市内の事業所等に勤務する者 

(4) 所属する者が２人以上の団体の代表者であって、前３号のいずれかに該

当する者 

(4) 所属する者が２人以上の団体の代表者であって、前３号のいずれかに該

当する者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、大東市教育委員会（以下「委員会」という。）

が特に認めた者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、大東市教育委員会（以下「委員会」という。）

が特に認めた者 

２ 前項本文の規定にかかわらず、大東市立テニスコートその他委員会が必要と

認める施設を使用しようとする中学生以上の者は、システム登録を行うことが

できる。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、大東市立生涯学習センター、大東市立公民館、

大東市立歴史とスポーツふれあいセンター、大東市立市民体育館、大東市立テ

ニスコート、大東市立北条体育館または大東市立北条グラウンドを使用しよう



とする中学生以上の者は、システム登録を行うことができる。 

（登録手続） （登録手続） 

第５条 予約システムを使用しようとする者または団体の代表者（以下「申請者」

という。）は、大東市公共施設予約システム登録申請書（様式第１号）を対象

施設を通じて委員会に提出しなければならない。この場合において、申請者が

団体のときは、当該団体に属する構成員名簿として大東市公共施設予約システ

ム団体構成員名簿（様式第２号）を添付しなければならない。 

第５条 予約システムを使用しようとする者または団体の代表者（以下「申請者」

という。）は、大東市公共施設予約システム登録申請書（様式第１号）を対象

施設を通じて委員会に提出しなければならない。この場合において、申請者が

団体の代表者のときは、当該団体に属する構成員名簿として大東市公共施設予

約システム団体構成員名簿（様式第２号）を添付しなければならない。 

２ 委員会は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、システ

ム登録を決定したときは、予約システムのメール機能により、または大東市公

共予約システム利用者内容確認書（様式第３号）を交付することにより、当該

システム登録に係るID番号（以下「ID番号」という。）を申請者に通知するも

のとする。 

２ 委員会は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、システ

ム登録を決定したときは、大東市公共施設予約システム登録完了通知書（様式

第３号）により、当該システム登録に係るID番号（以下「ID番号」という。）

を申請者に通知するものとする。 

３ 委員会は、前項に規定する場合において、システム登録を認めないときは、

大東市公共施設予約システム登録不承認通知書（様式第４号）により、その旨

を申請者に通知するものとする。 

３ 委員会は、前項に規定する場合において、システム登録を認めないときは、

大東市公共施設予約システム登録不承認通知書（様式第４号）により、その旨

を申請者に通知するものとする。 

  

（システム登録の抹消） （システム登録の抹消） 

第８条 委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、システム登

録を抹消することができる。 

第８条 委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、システム登

録を抹消することができる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) ３年以上予約システムの使用がないとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会がシステム登録を抹消すべき事由があ

ると認めたとき。 

 

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会がシステム登録を抹消すべき事由があ

ると認めたとき。 

２ 委員会は、前項第１号または第５号に掲げる事由により、システム登録を抹

消したときは、登録者に通知するものとする。 

２ 委員会は、前項第１号または第５号に掲げる事由により、システム登録を抹

消したときは、登録者に通知するものとする。 

  



（対象施設の使用に係る予約の申込み手続等） （対象施設の使用に係る予約の申込み手続等） 

第９条 登録者は、対象施設を使用しようとするときは、ID番号、パスワード等

を用いて、予約の申込みをすることができる。 

第９条 登録者は、対象施設を使用しようとするときは、端末機にID番号、パス

ワード等を入力することにより、予約の申込みをすることができる。 

２ 委員会は、前項または第４項の規定による予約の申込みがあったときは、当

該予約の申込みのあった対象施設の予約の申込みの状況に応じて予約の決定

を行うものとする。 

２ 委員会は、前項または第４項の規定による予約の申込みがあったときは、当

該予約の申込みのあった対象施設の予約の申込みの状況に応じて予約の決定

を行うものとする。 

３ 委員会は、予約の申込みが複数あると見込めるときは、期間を定めて予約の

申込みを募り、抽選等により予約の決定を行うものとし、その結果を当該予約

の申込みをした者に予約システムにより通知するものとする。 

３ 委員会は、予約の申込みが複数あると見込めるときは、期間を定めて予約の

申込みを募り、抽選等により予約の決定を行うものとし、その結果を当該予約

の申込みをした者に予約システムにより通知するものとする。 

４ 予約システムを使用することができないとき、または委員会がやむを得ない

と認めるときは、対象施設の窓口において施設の使用に係る予約の申込みを行

うことができる。 

４ 予約システムを使用することができないとき、または委員会がやむを得ない

と認めるときは、対象施設の窓口において施設の使用に係る予約の申込みを行

うことができる。 

  



 

教委議案第１６号 
 
 

大東市立生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則について 
 
 
大東市立生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。 
 
 

平成２９年６月３０日提出 
 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理     由 
 
 
大東市公共施設予約システムの更新により、大東市立生涯学習センターの予約手続を変

更することに伴い、所要の改正を行うため。 
 

 

 

 



大東市立生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

平成２９年７月３日 

教委規則第 ８ 号 

 

大東市立生涯学習センター条例施行規則（平成１８年教委規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条第３項中「５日後」を「当該申請可能日の属する月の６日」に改め、次のただし

書を加える。 

ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。 

第２条第４項中「大東市公共施設使用許可申請書」を「申請書」に改め、同条第５項中

「経過した日以後」を「経過した日から使用予定日の８日前までの期間」に改め、同条第

６項中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日まで」を「当該予約の決定を

受けた日の翌日から起算して７日以内」に改め、同項各号を削り、同項の次に次の１項を

加える。 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申請が行わ

れていないときは、センターの窓口において第１項の規定による申請その他の手続を行

うことができる。 

第４条に次のただし書を加える。 

ただし、抽選後の申請については、これを超えて使用することができる。 

第５条第１項中「大東市公共施設使用許可書」を「大東市公共施設使用許可決定通知書」

に改め、同条第２項中「第２条第４項に定める日」を「所定の期日」に改める。 

第６条の見出しを「（使用の許可の変更および取消しの申請）」に改め、同条第１項中「申

請事項を変更し、または申請の取消しをしようとするときは、大東市公共施設使用許可変

更・取消申請書（様式第３号）」を「使用の許可を変更しようとするときは大東市公共施設

使用許可変更申請書（様式第３号）を、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可

取消申請書（様式第３号の２）」に改め、同条第２項中「大東市公共施設使用許可変更・取

消許可書（様式第４号）」を「変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通

知書（様式第４号）により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通



知書（様式第４号の２）」に改める。 

第９条第３項中「大東市公共施設使用料減免許可（不許可）通知書」を「大東市公共施

設使用料減免決定通知書」に改める。



様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 

様式第１号（第２条関係） 

大東市公共施設使用許可申請書 
（あて先）大東市指定管理者 
次のとおり、施設の使用許可を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 
 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替

えるものとします。 



様式第２号（第５条関係） 
大東市公共施設使用許可決定通知書 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 

 

 

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可について通知します。 

    大東市指定管理者 

 

※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え

るものとします。 



様式第３号（第６条関係）  
大東市公共施設使用許可変更申請書 

（あて先） 大東市指定管理者 
次のとおり施設の使用許可の変更を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
変 更 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

変更前 
 
 
変更後 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
増 減 額  
納付済使用料  
加算・減免理由等  

 

※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え

るものとします。 



様式第３号の次に次の１様式を加える。 
様式第３号の２（第６条関係） 

 

大東市公共施設使用許可取消申請書 
（あて先）大東市指定管理者 
次のとおり施設の使用許可の取消を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 
数量 

（時間） 
使用料 

 
 
 

     

料 金 の 内 訳 
返 還 額  
納付済使用料  

 

※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え

るものとします。 



様式第４号を次のように改める。 
様式第４号（第６条関係） 

大東市公共施設使用許可変更決定通知書 
 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時

間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

変更前 
 
変更後 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
増 減 額  
納付済使用料  
加算・減免理由等  

 
 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可の変更について通知します。 

    大東市指定管理者 
※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え

るものとします。 



様式第４号の次に次の１様式を加える。 

様式第４号の２（第６条関係） 

大東市公共施設使用許可取消決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 
数量 

（時間） 
使用料 

 
 
 

     

料 金 の 内 訳 
返 還 額  
納付済使用料   

 

 

 

 

    年  月  日 

上記のとおり施設の使用許可の取消について通知します。 

    大東市指定管理者 
※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え

るものとします。



様式第５号から様式第９号までを次のように改める。 

様式第５号（第７条関係） 

大東市公共施設使用料領収書 
領収番号 年度 

氏  名 
（団体名） 

 
 

施  設  
内  訳  
領収金額  
領 収 日  

 
 

上記のとおり施設の使用料を領収しました。 
    大東市教育委員会 
 

領 収 印 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大

東市指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとします。



様式第６号（第８条関係） 

大東市公共施設使用料返還（還付）申請書 

（あて先）大東市教育委員会 

次のとおり使用料の返還（還付）を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 
※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大

東市指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとします。 
 



様式第７号（第８条関係） 
大東市公共施設使用料返還（還付）決定通知書 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 
 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり使用料の返還（還付）について通知します。 

    大東市教育委員会 
 
※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大

東市指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとします。



様式第８号（第９条関係） 

大東市公共施設使用料減免申請書 
（あて先）大東市教育委員会 

次のとおり使用料の減免を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  

 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 

※ 使用料の徴収を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大

東市指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとします。



様式第９号（第９条関係） 

大東市公共施設使用料減免決定通知書 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり使用料の減免について通知します。 

    大東市教育委員会 
 

※ 指定管理者が利用料金を収受する場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大

東市指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとします。 



付 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の大東市立生涯学習センター条例施行規則（以下「旧

規則」という。）の規定により行われた使用の予約、申請その他の手続は、改正後の大東

市立生涯学習センター条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定によって行われた

ものとみなす。 

３ 旧規則の規定によって作成された用紙（大東市公共施設予約システムによって作成し

た用紙を除く。）は、当分の間、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、所要の調

整をして使用することができる。 



大東市立生涯学習センター条例施行規則 新旧対照表 

新 旧 

○大東市立生涯学習センター条例施行規則 ○大東市立生涯学習センター条例施行規則 
平成１８年２月２３日 教委規則第２号 平成１８年２月２３日 教委規則第２号 

  

（使用の申請） （使用の申請） 

第２条 条例第７条第１項の規定により大東市立生涯学習センター（以下「セン

ター」という。）および付属設備の使用の許可を受けようとする者は、大東市

公共施設使用許可申請書（様式第１号）を指定管理者（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同

じ。）に提出しなければならない。この場合において、使用しようとする者が

複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。 

第２条 条例第７条第１項の規定により大東市立生涯学習センター（以下「セン

ター」という。）および付属設備の使用の許可を受けようとする者は、大東市

公共施設使用許可申請書（様式第１号）を指定管理者（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同

じ。）に提出しなければならない。この場合において、使用しようとする者が

複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。 

２ 前項の申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、使用日（その日が２

日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。）の属する月の３か月前

（市民ギャラリーAおよび市民ギャラリーBを１週間使用する場合にあっては

６か月前）の日が属する月の初日（その日が休館日のときは、その翌日）から

行うことができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでな

い。 

２ 前項の申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、使用日（その日が２

日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。）の属する月の３か月前

（市民ギャラリーAおよび市民ギャラリーBを１週間使用する場合にあっては

６か月前）の日が属する月の初日（その日が休館日のときは、その翌日）から

行うことができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでな

い。 

３ 事前に、大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第

１号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行っ

た者は、同規則第２条第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する

申請可能日から当該申請可能日の属する月の６日までの間において、センター

の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、指定管理者が必要と

認めるときは、この限りでない。 

３ 事前に、大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第

１号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行っ

た者は、同規則第２条第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する

申請可能日から５日後までの間において、センターの使用に係る予約の申込み

をすることができる。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決 ４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決



定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約の決定をし

た日の属する月の１４日までに、第１項の規定による申請その他の手続を行わ

なければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定

を証明する書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約の決定をし

た日の属する月の１４日までに、第１項の規定による申請その他の手続を行わ

なければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定

を証明する書類等の提示により、第１項の大東市公共施設使用許可申請書の提

出とみなすものとする。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日から使用予定日の８日

前までの期間において、第１項の規定による申請が行われていないときは、予

約システム規則第２条第１号に規定する予約システムによる予約の申込み等

センターの使用に係る手続をすることができる。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日以後において、第１項

の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第２条第１号に

規定する予約システムによる予約の申込み等センターの使用に係る手続をす

ることができる。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた

日の翌日から起算して７日以内に、第１項の申請その他の手続を行わなければ

ならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明す

る書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める日までに、第１項の申請その他の手続を行わなければ

ならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明す

る書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

 (1) 使用日の７日前の日までに予約の決定を受けたとき 当該予約の決定を

受けた日の翌日から起算して１０日を経過する日または使用日の７日前の

日のいずれか早い日 

 (2) 使用日の６日前の日から使用日の前日までに予約の決定を受けたとき 

当該予約の決定を受けた日 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申

請が行われていないときは、センターの窓口において第１項の規定による申請

その他の手続を行うことができる。 

 

  

（使用回数） （使用回数） 

第４条 １人の者が毎月１日から月末までの期間における次に掲げる使用区分の

使用可能回数は、５回までとする。ただし、抽選後の申請については、これを

超えて使用することができる。 

第４条 １人の者が毎月１日から月末までの期間における次に掲げる使用区分の

使用可能回数は、５回までとする。 

 (1)～(6)（略） 



(1)～(6)（略） 

  

（使用の許可） （使用の許可） 

第５条 指定管理者は、第２条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査し

た上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書（様式第２号）

により当該申請をした者に通知するものとする。 

第５条 指定管理者は、第２条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査し

た上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可書（様式第２号）により

当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 指定管理者は、予約の決定を受けた者が所定の期日までに使用料を支払わな

い場合は、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に

必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 指定管理者は、予約の決定を受けた者が第２条第４項に定める日までに使用

料を支払わない場合は、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、指定

管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、センターを使用す

る際に、大東市公共施設使用許可書を提示しなければならない。 

３ 第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、センターを使用す

る際に、大東市公共施設使用許可書を提示しなければならない。 

（使用の許可の変更および取消しの申請） （使用変更および使用取消しの申請） 

第６条 使用者は、使用の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許

可変更申請書（様式第３号）を、取り消そうとするときは大東市公共施設使用

許可取消申請書（様式第３号の２）を指定管理者に提出しなければならない。 

第６条 使用者は、申請事項を変更し、または申請の取消しをしようとするとき

は、大東市公共施設使用許可変更・取消申請書（様式第３号）を指定管理者に

提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更ま

たは取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可

変更決定通知書（様式第４号）により、取り消すときにあっては大東市公共施

設使用許可取消決定通知書（様式第４号の２）により、当該申請をした者に通

知するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更ま

たは取消しの可否を決定し、大東市公共施設使用許可変更・取消許可書（様式

第４号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

  

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第９条 委員会は、条例第１５条の規定により、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める割合を減免することができる。 

第９条 委員会は、条例第１５条の規定により、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める割合を減免することができる。 

 (1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 



２ （略） ２ （略） 

３ 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否

を決定し、大東市公共施設使用料減免決定通知書（様式第９号）により当該申

請をした者に通知するものとする。 

３ 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否

を決定し、大東市公共施設使用料減免許可（不許可）通知書（様式第９号）に

より当該申請をした者に通知するものとする。 

  

 
 
 
 



 

 
教委議案第１７号 
 
 

大東市立文化情報センター条例施行規則の一部を改正する規則について 
 

 
大東市立文化情報センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。 

 
 

平成２９年６月３０日提出 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理     由 
 
 
公共施設予約システムの更新による予約方法の変更に伴い、所要の改正を行うため。 

 

 



大東市立文化情報センター条例施行規則の一部を改正する規則 
 

平成２９年７月３日 

教委規則第 ９ 号 
 

大東市立文化情報センター条例施行規則（平成１８年教委規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 
 
第２条第１項中「使用許可申請書（様式第１号）」を「大東市公共施設使用許可申請書（様

式第１号。付属設備を使用する場合にあっては大東市公共施設付属設備使用申請書（様式

第１号の２））」に、「提出して行うものとする」を「提出しなければならない。この場合

において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請を予約の申込みとみ

なすものとする」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項に規定する申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、使用日（その日が２日

以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。）の属する月の３か月前の初日から行

うことができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。 

第２条に次の５項を加える。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第１号。以下

「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行った者は、同規則第２条

第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する申請可能日から当該申請可能日

の属する月の６日までの間において、センター等の使用に係る予約の申込みをすること

ができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決定（以下

「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約が決定した日の属する月の１４

日までに第１項の申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該

予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示により、第１項の申請書の提出



とみなすものとする。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日から使用予定日の８日前までの

期間において、第１項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第

２条第１号に規定する予約システムによる予約の申込み等センター等の使用に係る手続

をすることができる。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日

から起算して７日以内に、第１項の申請その他の手続を行わなければならない。この場

合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類等の提示により、第

１項の申請書の提出とみなすものとする。 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申請が行わ

れていないときで、委員会が必要と認めるときは、次条に規定する窓口において第１項

の規定による申請その他の手続を行うことができる。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（使用回数） 

第３条の２ 条例第１０条に定める使用区分を使用できる回数は、毎月の初日から末日ま

での期間において、１人（団体）当たり５回までとする。ただし、抽選後の申請につい

ては、これを超えて使用することができる。 
第４条第１項中「使用許可書（様式第２号）」を「大東市公共施設使用許可決定通知書

（様式第２号。付属設備の使用を許可する場合にあっては大東市公共施設付属設備使用許

可決定通知書（様式第２号の２））」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 委員会は、予約の決定を受けた者が、所定の期日までに使用料を納付しないときは、

当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、こ

の限りでない。 

第４条第３項中「使用許可書」を「大東市公共施設使用許可決定通知書（付属設備を使

用する場合は大東市公共施設付属設備使用許可決定通知書）」に改める。 



第５条の見出しを「（使用の許可の変更および取消しの申請）」に改め、同条第１項中「を

変更し、または申請を取り消そうとするときは、使用許可変更・取消申請書（様式第３号）」

を「の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許可変更申請書（様式第３号）

を、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書（様式第３号の２）」に

改め、同条第２項中「使用許可変更・取消許可書（様式第４号）」を「変更するときにあ

っては大東市公共施設使用許可変更決定通知書（様式第４号）により、取り消すときにあ

っては大東市公共施設使用許可取消決定通知書（様式第４号の２）」に改める。 

第６条第１項を削り、同条第２項を同条第１項とし、同条第３項中「使用料領収書」を

「大東市公共施設使用料領収書」に改め、同項を同条第２項とし、同項の次に次の１項を

加える。 

３ 付属設備の使用料は、別表のとおりとする。 

第７条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、同項第４号

中「各３号」を「前２号」に改め、同号を同項第３号とし、同条第２項中「使用料返還（還

付）申請書」を「大東市公共施設使用料返還（還付）申請書」に改め、同条第３項中「使

用料返還（還付）決定通知書（様式第７号）を」を「大東市公共施設使用料返還（還付）

決定通知書（様式第７号）により」に改める。 

第８条第１項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同項第４号とし、第２号

の次に次の１号を加える。 

(3) 委員会が認めた社会教育団体が生涯学習事業を行うために使用するとき ５割 

第８条第２項中「使用料減免申請書」を「大東市公共施設使用料減免申請書」に改め、

同条第３項中「使用料減免許可（不許可）通知書」を「大東市公共施設使用料減免決定通

知書」に改める。 

第１１条後段を次のように改める。 

この場合において、次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 



第２条 

大東市教育委員会（以下「委

員会」という。） 

 

 

指定管理者（地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項に規定する指定管理者を

いう。） 

委員会 指定管理者 

第３条から前条

まで 
委員会 指定管理者 

第１１条に次の１項を加える。 

２ 前項の場合において、併せて利用料金を収受する場合は、次表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第６条（見出し

を含む。） 
使用料 利用料金 

第７条（見出し

を含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料返還

（還付）申請書 

大東市公共施設利用料金返還（還

付）申請書 

大東市公共施設使用料返還

（還付）決定通知書 

大東市公共施設利用料金返還（還

付）決定通知書 

第８条（見出し

を含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料減免申

請書 

大東市公共施設利用料金減免申請

書 

大東市公共施設使用料減免決

定通知書 

大東市公共施設利用料金減免許可

（不許可）通知書 



 様式第１号を次のように改める。 
様式第１号（第２条関係） 

大東市公共施設使用許可申請書 
（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり、施設の使用許可を申請します。 
 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 
 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。 



様式第１号の次に次の１様式を加える。 
様式第１号の２（第２条関係） 

大東市公共施設付属設備使用申請書 
 
（あて先）大東市教育委員会 

申
請
者 

団 体 名   申請日 
（使用日） 年  月  日 

住 所  

使用責任者  電話  
 
大東市立文化情報センター条例施行規則第２条の規定により、次のとおり、使用許可を申

請します。 

付属設備 単価 
（１区分） 午前 午後 夜間 合計 使用料 

      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
   付属設備使用料 円 
   減免額 円 
   付属設備合計使用料 円 
 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」 
とあるのは「大東市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受 
する場合は「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとし 
ます。 

使用料領収書 
上記金額を領収しまし

た。 
領収印 



様式第２号を次のように改める。 
様式第２号（第４条関係） 

大東市公共施設使用許可決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可について通知します。 

    大東市教育委員会 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定監理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは 
「利用料金」と読み替えるものとします。



様式第２号の次に次の１様式を加える。 
様式第２の２（第４条関係） 

大東市公共施設付属設備使用許可決定通知書 
 
（あて先）大東市教育委員会 

申
請
者 

団 体 名   申請日 
（使用日） 年  月  日 

住 所  

使用責任者  電話  
大東市立文化情報センター条例施行規則第４条の規定により、次のとおり、設備備品の

使用許可について通知します。 

付属設備 単価 
（１区分） 午前 午後 夜間 合計 使用料 

      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
      円 
   付属設備使用料 円 
   減免額 円 
   付属設備合計使用料 円 
 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育 
委員会」とあるのは「大東市指定管理者」と読み替え、併せ 
て利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利用料 
金」と読み替えるものとします。 

使用料領収書 
上記金額を領収しまし

た。 
領収印 



様式第３号を次のように改める。 
様式第３号（第５条関係）  

大東市公共施設使用許可変更申請書 
（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり施設の使用許可の変更を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
変 更 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

変更前 
 
 
変更後 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
増 減 額  
納付済使用料  
加算・減免理由等  

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第３号の次に次の１様式を加える。 
様式第３号の２（第５条関係） 

大東市公共施設使用許可取消申請書 
（あて先）大東市教育委員会 

次のとおり施設の使用許可の取消を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 
数量 

（時間） 
使用料 

 
 
 

     

料 金 の 内 訳 
返 還 額  
納付済使用料  

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第４号を次のように改める。 
様式第４号（第５条関係） 

大東市公共施設使用許可変更決定通知書 
 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
変 更 理 由  

使 用 日 使用時

間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

変更前 
 
変更後 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
増 減 額  
納付済使用料  
加算・減免理由等  

 
 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可の変更について通知します。 

    大東市教育委員会 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第４号の次に次の１様式を加える。 
様式第４号の２（第５条関係） 

大東市公共施設使用許可取消決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 
数量 

（時間） 
使用料 

 
 
 

     

料 金 の 内 訳 
返 還 額  
納付済使用料  

 
 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可の取消について通知します。 

    大東市教育委員会 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第５号から様式第９号までを次のように改める。 
様式第５号（第６条関係） 

大東市公共施設使用料領収書 
領収番号 年度 

氏  名 

（団体名） 

 

 

施  設  

内  訳  

領収金額  

領 収 日  
 
 

上記のとおり施設の使用料を領収しました。 

    大東市教育委員会 
 

領 収 印 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東 

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは 

「利用料金」と読み替えるものとします。



様式第６号（第７条関係） 
 

大東市公共施設使用料返還（還付）申請書 
（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり使用料の返還（還付）を申請します。 
 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第７号（第７条関係） 
 

大東市公共施設使用料返還（還付）決定通知書 
 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 
 
 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり使用料の返還（還付）について通知します。 

    大東市教育委員会 
 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第８号（第８条関係） 

大東市公共施設使用料減免申請書 
（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり使用料の減免を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第９号（第８条関係） 

大東市公共施設使用料減免決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり使用料の減免について通知します。 

    大東市教育委員会 
 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の大東市立文化センター条例施行規則（以下「旧規則」

という。）の規定により行われた使用の予約、申請その他の手続は、改正後の大東市立文

化情報センター条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定によって行われたものと

みなす。 

３ 旧規則の規定によって作成された用紙（大東市公共施設予約システムによって作成し

た用紙を除く。）は、当分の間、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、所要の調

整をして使用することができる。 



大東市立文化情報センター条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

○大東市立文化情報センター条例施行規則 ○大東市立文化情報センター条例施行規則 
平成１８年４月７日 教委規則第８号 平成１８年４月７日 教委規則第８号 

  

（使用の申請） （使用の申請） 

第２条 条例第６条第１項の規定により大東市立文化情報センターおよび付属設

備（以下「センター等」という。）の使用の許可を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、大東市公共施設使用許可申請書（様式第１号。付属設備

を使用する場合にあっては大東市公共施設付属設備使用申請書（様式第１号の

２））を大東市教育委員会（以下「委員会」という。）に提出しなければなら

ない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定め

る申請を予約の申込みとみなすものとする。 

第２条 条例第６条第１項の規定により大東市立文化情報センターおよび付属設

備（以下「センター等」という。）の使用の許可を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、使用許可申請書（様式第１号）を大東市教育委員会（以

下「委員会」という。）に提出して行うものとする。 

２ 前項に規定する申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、使用日（そ

の日が２日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。）の属する月の

３か月前の初日から行うことができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、

この限りでない。 

２ 前項に規定する申請は、使用日（同一の月で、その日が２日以上にわたると

きは、その初日をいう。）の属する月の３か月前の初日（その日が休館日のと

きは、その翌日）から当該使用日の７日前まで行うことができる。ただし、委

員会が必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第１

号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行った

者は、同規則第２条第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する申

請可能日から当該申請可能日の属する月の６日までの間において、センター等

の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、委員会が必要と認め

るときは、この限りでない。 

 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決

定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約が決定した

日の属する月の１４日までに第１項の申請その他の手続を行わなければならな

い。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類

 



の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日から使用予定日の８日

前までの期間において、第１項の規定による申請が行われていないときは、予

約システム規則第２条第１号に規定する予約システムによる予約の申込み等セ

ンター等の使用に係る手続を行うことができる。 

 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた

日の翌日から起算して７日以内に、第1項の申請その他の手続を行わなければな

らない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する

書類等の提示により、第1項の申請書の提出とみなすものとする。 

 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申

請が行われていないときで、委員会が必要と認めるときは、次条に規定する窓

口において第１項の規定による申請その他の手続を行うことができる。 

 

（使用申請の受付時間） （使用申請の受付時間） 

第３条 センター等の使用に係る申請の受付場所および受付時間（休館日を除く。

以下同じ。）は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、

受付場所および受付時間を変更することができる。 

第３条 センター等の使用に係る申請の受付場所および受付時間（休館日を除く。

以下同じ。）は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、

受付場所および受付時間を変更することができる。 

受付場所 受付時間 

大東市立生涯学習センター 午前９時から午後９時まで 
 

受付場所 受付時間 

大東市立生涯学習センター 午前９時から午後９時まで 
 

（使用回数）  

第３条の２ 条例第１０条に定める使用区分を使用できる回数は、毎月の初日か

ら末日までの期間において、１人（団体）当たり５回までとする。ただし、抽

選後の申請については、これを超えて使用することができる。 

 

（使用の許可） （使用の許可） 

第４条 委員会は、第２条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査した上

で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書（様式第２号。付

属設備の使用を許可する場合にあっては大東市公共施設付属設備使用許可決定

通知書（様式第２号の２））により当該申請をした者に通知するものとする。 

第４条 委員会は、第２条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査した上

で使用の可否を決定し、使用許可書（様式第２号）により当該申請をした者に

通知するものとする。 



２ 委員会は、予約の決定を受けた者が、所定の期日までに使用料を納付しない

ときは、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、委員会が特に必要と

認めるときは、この限りでない。 

２ 委員会は、前項に規定する使用の許可をする場合において、先着順、抽選そ

の他委員会が適当と認める方法により決定するものとする。 

３ 第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、センター等を使用

する際に、大東市公共施設使用許可決定通知書（付属設備を使用する場合は大

東市公共施設付属設備使用許可決定通知書）を提示しなければならない。 

３ 第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、センター等を使用

する際に、使用許可書を提示しなければならない。 

（使用の許可の変更および取消しの申請） （使用の取消しおよび変更） 

第５条 使用者は、センター等の使用の許可を変更しようとするときは大東市公

共施設使用許可変更申請書（様式第３号）を、取り消そうとするときは大東市

公共施設使用許可取消申請書（様式第３号の２）を委員会に提出しなければな

らない。 

第５条 使用者は、センター等の使用を変更し、または申請を取り消そうとする

ときは、使用許可変更・取消申請書（様式第３号）を委員会に提出しなければ

ならない。 

２ 委員会は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更または

申請の取消しを決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更

決定通知書（様式第４号）により、取り消すときにあっては大東市公共施設使

用許可取消決定通知書（様式第４号の２）により、当該申請をした者に通知す

るものとする。 

２ 委員会は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更または

申請の取消しを決定し、使用許可変更・取消許可書（様式第４号）により、当

該申請をした者に通知するものとする。 

（使用料） （使用料） 

 第６条 付属設備等の使用料は、別表のとおりとする。 

第６条 センター等の使用許可を受けるに当たっては、所定の使用料（付属設備

の使用料を含む。）を支払わなければならない。 

２ センター等の使用許可を受けるに当たっては、所定の使用料（付属設備の使

用料を含む。）を支払わなければならない。 

２ 委員会は、前項の使用料を収納したときは、大東市公共施設使用料領収書（様

式第５号）を交付するものとする。 

３ 委員会は、前項の使用料を収納したときは、使用料領収書（様式第５号）を

交付するものとする。 

３ 付属設備等の使用料は、別表のとおりとする。  

（使用料の返還） （使用料の返還） 

第７条 委員会は、条例第１１条ただし書の規定による使用料の返還について、

次の各号の理由に応じ、当該各号に掲げる額を返還することができる。 

第７条 委員会は、条例第１１条ただし書の規定による使用料の返還について、

次の各号の理由に応じ、当該各号に掲げる額を返還することができる。 

 (1) 付属設備の使用変更により、既納の使用料に過納が生じたとき 過納金

の１０割 



(1) 使用者の責めによらない事由によって使用できない場合 既納使用料の

１０割 

(2) 使用者の責めによらない事由によって使用できない場合 既納使用料の

１０割 

(2) 使用する日の７日前までに使用を取り消した場合 既納使用料の５割 (3) 使用する日の７日前までに使用を取り消した場合 既納使用料の５割 

(3) 前２号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めた場合 既納使用料のう

ち委員会が別に定める割合 

(4) 各３号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めた場合 既納使用料の

うち委員会が別に定める割合 

２ 前項の場合において、使用料の返還を受けようとする者は、大東市公共施設

使用料返還（還付）申請書（様式第６号）を委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還（還

付）申請書（様式第６号）を委員会に提出しなければならない。 

３ 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、返還の適

否を決定し、大東市公共施設使用料返還（還付）決定通知書（様式第７号）に

より当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、返還の適

否を決定し、使用料返還（還付）決定通知書（様式第７号）を当該申請をした

者に通知するものとする。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第８条 委員会は、条例第１０条の規定により、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める割合を減免することができる。 

第８条 委員会は、条例第１０条の規定により、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める割合を減免することができる。 

(1) 本市または委員会が文化および生涯学習事業を行うために使用するとき 

１０割 

(1) 本市または委員会が文化および生涯学習事業を行うために使用するとき 

１０割 

(2) 構成員の過半数が１８歳以下の者で構成する団体が文化および生涯学習

事業を行うために使用するとき ５割 

(2) 構成員の過半数が１８歳以下の者で構成する団体が文化および生涯学習

事業を行うために使用するとき ５割 

(3) 委員会が認めた社会教育団体が生涯学習事業を行うために使用するとき 

５割 

 

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員会が特別の事由があると認めるとき ５

割 

(3) 前２号に掲げるもののほか、委員会が特別の事由があると認めるとき 

５割 

２ 前項の場合において、使用料の減免を受けようとする者は、大東市公共施設

使用料減免申請書（様式第８号）を委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請

書（様式第８号）を委員会に提出しなければならない。 

３ 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否

を決定し、大東市公共施設使用料減免決定通知書（様式第９号）により、当該

申請をした者に通知するものとする。 

３ 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否

を決定し、使用料減免許可（不許可）通知書（様式第９号）により、当該申請

をした者に通知するものとする。 

  



（指定管理者に管理を行わせる場合の規定の準用） （指定管理者に管理を行わせる場合の規定の準用） 

第１１条 第２条から前条（第６条から第８条までについては、条例第１６条第

２項第４号の利用料金の収受を行わせる場合に限る。）までの規定は、指定管

理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者をいう。）にセンター等の管理（利用料金の収受を含む。）を行

わせる場合について準用する。この場合において、次表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

第２条 

大東市教育委員会（以下

「委員会」という。） 

指定管理者（地方自治法 

（昭和22年法律第67号）第 

244条の2第3項に規定する

指定管理者をいう。） 

委員会 指定管理者 

第３条から前条

まで 
委員会 指定管理者 

２ 前項の場合において、併せて利用料金を収受する場合は、次表の左欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 
第６条（見出し

を含む。） 
使用料 利用料金 

第７条（見出し

を含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料返

還（還付）申請書 

大東市公共施設利用料金返

還（還付）申請書 

大東市公共施設使用料返

還（還付）決定通知書 

大東市公共施設利用料金返

還（還付）決定通知書 

第８条（見出し

を含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料減

免申請書 

大東市公共施設利用料金減

免申請書 

大東市公共施設使用料減

免決定通知書 

大東市公共施設利用料金減

免許可（不許可）通知書 
 

第１１条 第２条から前条（第６条から第８条までについては、条例第１６条第

２項第４号の利用料金の収受を行わせる場合に限る。）までの規定は、指定管

理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者をいう。）にセンター等の管理（利用料金の収受を含む。）を行

わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「大東市教

育委員会（以下「委員会」という。）」または「委員会」とあるのは「指定管

理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとする。 

  



 

 

教委議案第１８号 
 
 

大東市立生涯学習ルーム条例施行規則の一部を改正する規則について 
 
 
大東市立生涯学習ルーム条例施行規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。 
 
 

平成２９年６月３０日提出 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理     由 
 
公共施設予約システムの更新に際し、施設の予約方法等を見直したことに伴い、所要の

改正を行うため。 
 

 



大東市立生涯学習ルーム条例施行規則の一部を改正する規則 

 

平成２９年７月３日 

教委規則第 １０ 号 

 

大東市立生涯学習ルーム条例施行規則（平成１１年教委規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条第２項中「２か月前」を「３か月前」に改め、「使用日の前日まで」を削り、同条

第３項中「５日後」を「当該申請可能日の属する月の６日」に改め、同項に次のただし書

を加える。 

ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。 

第２条第４項中「大東市公共施設使用許可申請書」を「申請書」に改め、同条第５項中

「経過した日以後」を「経過した日から使用予定日の８日前までの期間」に改め、同項の

次に次の２項を加える。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、使用予定日の８日前（委員会が特

に必要と認める場合は使用日）までに、第１項の申請その他の手続を行わなければなら

ない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類等の提

示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申請が行わ

れていないときは、学習ルームの窓口において第１項の規定による申請その他の手続を

行うことができる。 

第４条中「次表の左欄に掲げる施設ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる使用可能回数」

を「５回」に改め、同条の表を削る。 

第５条第１項中「大東市公共施設使用許可書」を「大東市公共施設使用許可決定通知書」

に改め、同条第３項中「使用日の７日前」を「所定の期日」に改め、同条第４項中「大東

市公共施設使用許可書」を「大東市公共施設使用許可決定通知書」に改める。 

第６条の見出しを「（使用の許可の変更および取消しの申請）」に改め、同条第１項中「を

変更し、または取り消そうとするときは、大東市公共施設使用許可変更・取消申請書（様

式第３号）」を「の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許可変更申請書（様



式第３号）を、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書（様式第３号

の２）」に改め、同条第２項中「大東市公共施設使用許可変更・取消許可書（様式第４号）」

を「変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書（様式第４号）によ

り、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書（様式第４号の２）」

に改める。 

第９条第３項中「大東市公共施設使用料減免許可（不許可）通知書」を「大東市公共施

設使用料減免決定通知書」に改める。 

第１１条を削る。 

第１２条後段を次のように改める。 

この場合において、第４条から前条までの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」

と読み替えるものとする。 

第１２条に次の１項を加える。 

２ 前項の場合において、併せて利用料金を収受する場合は、次表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５条 使用料 利用料金 

第７条（見出

しを含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料領収書 大東市公共施設利用料金領収書 

第８条（見出

しを含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料返還（還

付）申請書 

大東市公共施設利用料金返還（還付）

申請書 

大東市公共施設使用料返還（還

付）決定通知書 

大東市公共施設利用料金返還（還付）

決定通知書 

第９条（見出

しを含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料減免申

請書 
大東市公共施設利用料金減免申請書 

大東市公共施設使用料減免決

定通知書 

大東市公共施設利用料金減免決定通

知書 

第１２条を第１１条とし、第１３条を第１２条とする。 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 



様式第１号（第２条関係） 

大東市公共施設使用許可申請書 
（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり、施設の使用許可を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 
 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第２号（第５条関係） 
大東市公共施設使用許可決定通知書 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可について通知します。 

    大東市指定管理者 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金の収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第３号（第６条関係）  

大東市公共施設使用許可変更申請書 
（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり施設の使用許可の変更を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
変 更 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

変更前 
 
 
変更後 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
増 減 額  
納付済使用料  
加算・減免理由等  

※ 使用料の徴収を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大

東市指定管理者」と読み替え、併せて使用料の徴収を指定管理者が行う場合、様式中「使

用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとします。



様式第３号の次に次の１様式を加える。 

様式第３号の２（第５条関係） 

大東市公共施設使用許可取消申請書 

（あて先）大東市教育委員会 

次のとおり施設の使用許可の取消を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  

申 請 日  

使 用 施 設 名  

使 用 目 的  

催 事 名  

人 数  

入場料の有無  

取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 

 

 

     

料 金 の 内 訳 

返 還 額  

納付済使用料  
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第４号を次のように改める。 

様式第４号（第６条関係） 

大東市公共施設使用許可変更決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名   
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

変更前 
 
変更後 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
増 減 額  
納付済使用料  
加算・減免理由等   

  

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可の変更について通知します。 

    大東市教育委員会 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第４号の次に次の１様式を加える。 

様式第４号の２（第５条関係） 

大東市公共施設使用許可取消決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予 約 申 請 番 号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入 場 料 の 有 無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

料 金 の 内 訳 
返 還 額  
納付済使用料   

 

 

 

 

    年  月  日 

上記のとおり施設の使用許可の取消について通知します。 

    大東市教育委員会 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第５号から様式第９号を次のように改める。 

様式第５号（第７条関係） 

大東市公共施設使用料領収書 
領収番号 年度 

氏  名 

（団体名） 

 

 

施  設  

内  訳  

領収金額  

領 収 日  

 

 

上記のとおり施設の使用料を領収しました。 

    大東市教育委員会 
 

領 収 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第６号（第８条関係） 

大東市公共施設使用料返還（還付）申請書 

（あて先）大東市教育委員会 

次のとおり使用料の返還（還付）を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第７号（第８条関係） 

大東市公共施設使用料返還（還付）決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり使用料の返還（還付）について通知します。 

    大東市教育委員会 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第８号（第９条関係） 

大東市公共施設使用料減免申請書 

（あて先）大東市教育委員会 

次のとおり使用料の減免を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  

 

予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 

 

 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第９号（第９条関係） 

大東市公共施設使用料減免決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 
 
 

 

    年  月  日 

上記のとおり使用料の減免について通知します。 

    大東市教育委員会 
 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合、「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の大東市立生涯学習ルーム条例施行規則（以下「旧規

則」という。）の規定により行われた使用の予約、申請その他の手続は、改正後の大東市

立生涯学習ルーム条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定によって行われたもの

とみなす。 

３ 前項の規定にかかわらず、新規則第２条中「２か月」を「３か月」に改める規定は、

大東市立まなび泉にあっては平成３０年４月１日以後に使用する場合について適用し、

大東市立まなび北新にあっては平成３１年４月１日以後に使用する場合について適用す

るものとする。 

４ 旧規則の規定によって作成された用紙（大東市公共施設予約システムによって作成し

た用紙を除く。）は、当分の間、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、所要の調

整をして使用することができる。 

 

 



大東市立生涯学習ルーム条例施行規則 新旧対照表 

新 旧 

○大東市立生涯学習ルーム条例施行規則 ○大東市立生涯学習ルーム条例施行規則 
平成１１年９月３０日 教委規則第６号 平成１１年９月３０日 教委規則第６号 

  

（使用の申請） （使用の申請） 

第２条 条例第５条第１項の規定により学習ルームおよび付属設備の使用の許可

を受けようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書（様式第１号）を大東

市教育委員会（以下「委員会」という。）に提出しなければならない。この場

合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその

予約の申込みとみなすものとする。 

第２条 条例第５条第１項の規定により学習ルームおよび付属設備の使用の許可

を受けようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書（様式第１号）を大東

市教育委員会（以下「委員会」という。）に提出しなければならない。この場

合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその

予約の申込みとみなすものとする。 

２ 前項に規定する申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、使用日（そ

の日が２日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。）の属する月の

３か月前の月の初日（その日が休館日のときは、その翌日）から行うことがで

きる。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、使用日（そ

の日が２日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。）の属する月の

２か月前の月の初日（その日が休館日のときは、その翌日）から使用日の前日

まで行うことができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでな

い。 

３ 事前に、大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第

１号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行っ

た者は、同規則第２条第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する

申請可能日から当該申請可能日の属する月の６日までの間において、学習ルー

ムの使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、委員会が必要と認

めるときは、この限りでない。 

３ 事前に、大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第

１号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行っ

た者は、同規則第２条第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する

申請可能日から５日後までの間において、学習ルームの使用に係る予約の申込

みをすることができる。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決

定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約の決定をし

た日の属する月の１４日までに第１項の申請その他の手続を行わなければな

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決

定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約の決定をし

た日の属する月の１４日までに第１項の申請その他の手続を行わなければな



らない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する

書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

らない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する

書類等の提示により、第１項の大東市公共施設使用許可申請書の提出とみなす

ものとする。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日から使用予定日の８日

前までの期間において、第１項の規定による申請が行われていないときは、予

約システム規則第２条第１号に規定する予約システムによる予約の申込み等

学習ルームの使用に係る手続をすることができる。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日以後において、第１項

の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第２条第１号に

規定する予約システムによる予約の申込み等学習ルームの使用に係る手続を

することができる。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、使用予定日の８日前（委

員会が特に必要と認める場合は使用日）までに、第１項の申請その他の手続を

行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の

決定を証明する書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとす

る。 

 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申

請が行われていないときは、学習ルームの窓口において第１項の規定による申

請その他の手続を行うことができる。 

 

（使用回数） （使用回数） 

第４条 １人の者が毎月１日から月末までの期間において、条例別表に定める学

習ルームの各施設区分（ギャラリーを除く。）を使用できる回数は、５回を超

えることはできない。ただし、委員会が適当と認めるときは、この限りでない。 

第４条 １人の者が毎月１日から月末までの期間において、条例別表に定める学

習ルームの各施設区分（ギャラリーを除く。）を使用できる回数は、次表の左

欄に掲げる施設ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる使用可能回数を超えるこ

とはできない。ただし、委員会が適当と認めるときは、この限りでない。 

 施設の名称 使用可能回数 

大東市立まなび北新 ２回 

大東市立まなび泉 ２回 

大東市立まなび南郷 ４回 
 

（使用の許可） （使用の許可） 

第５条 委員会は、第２条第１項に規定する申請があったときは、その内容を審 第５条 委員会は、第２条第１項に規定する申請があったときは、その内容を審



査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書（様式第

２号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可書（様式第２号）に

より当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 委員会が定める大東市立西部図書館でのボランティア活動を行う団体とそれ

以外の者から同時に大東市立まなび南郷のボランティアルームの使用に係る

第２条第１項に規定する申請があったときは、当該ボランティア活動を行う団

体を当該ボランティアルームを使用できる者とする。 

２ 委員会が定める大東市立西部図書館でのボランティア活動を行う団体とそれ

以外の者から同時に大東市立まなび南郷のボランティアルームの使用に係る

第２条第１項に規定する申請があったときは、当該ボランティア活動を行う団

体を当該ボランティアルームを使用できる者とする。 

３ 委員会は、予約の決定を受けた者が所定の期日までに使用料を支払わない場

合は、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、委員会が特に必要と認

めるときは、この限りでない。 

３ 委員会は、予約の決定を受けた者が使用日の７日前までに使用料を支払わな

い場合は、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、委員会が特に必要

と認めるときは、この限りでない。 

４ 第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、学習ルームを使用

する際に、大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならない。 

４ 第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、学習ルームを使用

する際に、大東市公共施設使用許可書を提示しなければならない。 

（使用の許可の変更および取消しの申請） （使用の取消しまたは届出） 

第６条 使用者は、学習ルームの使用の許可を変更しようとするときは大東市公

共施設使用許可変更申請書（様式第３号）を、取り消そうとするときは大東市

公共施設使用許可取消申請書（様式第３号の２）を委員会に提出しなければな

らない。 

第６条 使用者は、学習ルームの使用を変更し、または取り消そうとするときは、

大東市公共施設使用許可変更・取消申請書（様式第３号）を委員会に提出しな

ければならない。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で

変更または取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使

用許可変更決定通知書（様式第４号）により、取り消すときにあっては大東市

公共施設使用許可取消決定通知書（様式第４号の２）により、当該申請をした

者に通知するものとする。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で

変更または取消しの可否を決定し、大東市公共施設使用許可変更・取消許可書

（様式第４号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

  

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第９条 委員会は、条例第１１条の規定により、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める割合を減免することができる。 

(1)～(2)（略） 

第９条 委員会は、条例第１１条の規定により、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める割合を減免することができる。 

(1)～(2)（略） 



２（略） ２（略） 

３ 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、大東市公

共施設使用料減免決定通知書（様式第９号）により、当該申請をした者に通知

するものとする。 

３ 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、大東市公

共施設使用料減免許可（不許可）通知書（様式第９号）により、当該申請をし

た者に通知するものとする。 

  

 （使用者の遵守事項） 

 第１１条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 委員会の許可を受けないで物品を販売し、またはこれに類する行為をし

ないこと。 

 (2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。 

 (3) 喫煙もしくは飲食し、または火気を使用しないこと。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、委員会が指定すること。 

（指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） （指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） 

第１１条 第２条および第４条から前条までの規定は、条例第１６条の規定によ

り指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に学習ルームの管理を行わせる場

合について準用する。この場合において、第４条から前条までの規定中「委員

会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

 

第１２条 第２条および第４条から前条までの規定は、条例第１６条の規定によ

り指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に学習ルームの管理を行わせる場

合について準用する。この場合において、第２条中「大東市教育委員会（以下

「委員会」という」および「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第４条中

「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第５条中「委員会」とあるのは「指

定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第６条中「委員会」と

あるのは「指定管理者」と、第７条（見出しを含む。）中「使用料」とあるの

は「利用料金」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「大東市公共施

設使用料領収書」とあるのは「大東市公共施設利用料金領収書」と、第８条（見

出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「委員会」とあるの

は「指定管理者」と、「大東市公共施設使用料返還（還付）申請書」とあるの

は「大東市公共施設利用料金返還（還付）申請書」と、「大東市公共施設使用



料返還（還付）決定通知書」とあるのは「大東市公共施設利用料金返還（還付）

決定通知書」と、第９条（見出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利用料

金」と、同条第１項中（第１号を除く。）「委員会」とあるのは「指定管理者」

と、同条第２項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「大東市公共施設

使用料減免申請書」とあるのは「大東市公共施設利用料金減免申請書」と、同

条第３項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「大東市公共施設使用料

減免許可（不許可）通知書」とあるのは「大東市公共施設利用料金減免許可（不

許可）通知書」と、第１０条および第１１条中「委員会」とあるのは「指定管

理者」と読み替えるものとする。 

２ 前項の場合において、併せて利用料金を収受する場合は、次表の左欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 
第５条 使用料 利用料金 

第７条（見出し

を含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料領

収書 

大東市公共施設利用料金領

収書 

第８条（見出し

を含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料返

還（還付）申請書 

大東市公共施設利用料金返

還（還付）申請書 

大東市公共施設使用料返

還（還付）決定通知書 

大東市公共施設利用料金返

還（還付）決定通知書 

第９条（見出し

を含む。） 

使用料 利用料金 

大東市公共施設使用料減

免申請書 

大東市公共施設利用料金減

免申請書 

大東市公共施設使用料減

免決定通知書 

大東市公共施設利用料金減

免決定通知書 
 

 

 



 

 

教委議案第１９号 
 
 

大東市立総合文化センター条例施行規則の一部を改正する規則について 
 
 
大東市立総合文化センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。 

 
 

平成２９年６月３０日提出 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理     由 
 
 
大東市公共施設予約システムの更新による予約方法の変更に伴い、所要の改正を行うた

め。  
 

 



大東市立総合文化センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

平成２９年７月３日   

教委規則第 １１ 号   

 

大東市立総合文化センター条例施行規則（平成１８年教委規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第８条第２項中「大東市公共施設使用料還付申請書」を「大東市公共施設使用料返還（還

付）申請書」に改める。 

第１７条第５項中「７日前」を「８日前」に改め、同条に次の１項を加える。 

６ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申請が行わ

れていないときは、公民館の窓口において第１項の規定による申請その他の手続を行う

ことができる。 

第１９条中「大東市公共施設使用許可書」を「大東市公共施設使用許可決定通知書」に

改め、同条に次の１項を加える。 

２ 委員会は、予約の決定を受けた者が、所定の期日までに使用料を納付しないときは、

当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、こ

の限りでない。 

第２１条第３項中「大東市公共施設使用料減免許可(不許可)通知書」を「大東市公共施

設使用料減免決定通知書」に改める。 

第２３条および第２４条を削る。 

第２５条の見出しを「（駐車場の使用許可等）」に改め、同条第１項中「駐車場を」を「総

合文化センターの駐車場（以下「駐車場」という。）を」に改め、同条を第２３条とし、第

２６条から第３０条までを２条ずつ繰り上げる。 

第３１条中「第２６条および第２７条」を「第２４条および第２５条」に、「指定管理者

に」を「指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規

定する指定管理者をいう。）に」に改め、同条を第２９条とする。 

第３２条を第３０条とする。 

付則第７項を削る。



 様式第８号から様式第１４号までを次のように改める。 

様式第８号（第７条関係） 

大東市公共施設使用料領収書 
領収番号 年度 

氏  名 

（団体名） 
 

施  設  

内  訳  

領収金額  

領 収 日  

 

 

上記のとおり施設の使用料を領収しました。 

    大東市教育委員会 
 

領 収 印 

 

 

 

 

 

 

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第９号（第８条関係） 
大東市公共施設使用料返還（還付）申請書 

（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり使用料の返還（還付）を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 
数量 

（時間） 
使用料 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは 
「利用料金」と読み替えるものとします。



様式第１０号（第８条関係） 

大東市公共施設使用料返還（還付）決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 

 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり使用料の返還（還付）について通知します。 

    大東市教育委員会 
  
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第１１号（第１７条関係） 

大東市公共施設使用許可申請書 
（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり、施設の使用許可を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 
 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第１２号（第１９条関係） 

大東市公共施設使用許可決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可について通知します。 

    大東市教育委員会 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定監理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは 
「利用料金」と読み替えるものとします。



様式第１３号（第２１条関係） 

大東市公共施設使用料減免申請書 
（あて先）大東市教育委員会 
次のとおり使用料の減免を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 

 

 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



様式第１４号（第２１条関係） 

大東市公共施設使用料減免決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 使用料 

 
 
 

     

使 用 料 の 合 計 
施 設 使 用 料  
付属設備使用料  
小 計  
加算・減免額  
使用料の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 
 

 

    年  月  日 
上記のとおり使用料の減免について通知します。 

    大東市教育委員会 
 
※ 施設の管理を指定管理者が行う場合、様式中「大東市教育委員会」とあるのは「大東

市指定管理者」と読み替え、併せて利用料金を収受する場合は「使用料」とあるのは「利

用料金」と読み替えるものとします。



付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２３条および第２４条を削る改正規定、第２５条から第３２条までを２条ずつ繰

り上げる改正規定ならびに付則第１項の改正規定 公布の日 

(2) 付則第７項を削る規定 平成３０年４月１日 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、改正前の大東市立総合文化センター条例施行規則（以下「旧

規則」という。）の規定により行われた使用の予約、申請その他の手続は、改正後の大東

市立総合文化センター条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定によって行われた

ものとみなす。 
３ 旧規則の規定により作成した用紙（大東市公共施設予約システムによって作成した用

紙を除く。）は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。



大東市立総合文化センター条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

○大東市立総合文化センター条例施行規則 ○大東市立総合文化センター条例施行規則 
平成１８年３月３１日教委規則第７号 平成１８年３月３１日教委規則第７号 

  

第２章 大東市立文化ホール 第２章 大東市立文化ホール 

（使用料の還付） （使用料の還付） 

第８条 条例第１４条ただし書の規定による使用料の還付については、次に定め

るとおりとする。 

第８条 条例第１４条ただし書の規定による使用料の還付については、次に定め

るとおりとする。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、大東市公共施設使用料返還（還付）申

請書（様式第９号）を委員会に提出しなければならない。 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、大東市公共施設使用料還付申請書（様

式第９号）を委員会に提出しなければならない。 

３ （略）  ３ （略） 

  

  第３章 大東市立公民館   第３章 大東市立公民館 

（使用の申請） （使用の申請） 

第１７条 １～４（略） 第１７条 １～４（略） 

５ 予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決定（以下「予約の決定」

という。）の通知を受けた者は、使用日の８日前までに第１項の申請その他の

手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該

予約の決定を証明する書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすも

のとする。 

５ 予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決定（以下「予約の決定」

という。）の通知を受けた者は、使用日の７日前までに第１項の申請その他の

手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該

予約の決定を証明する書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすも

のとする。 

６ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申  



請が行われていないときは、公民館の窓口において第１項の規定による申請そ

の他の手続を行うことができる。 

  

（使用の許可） （使用の許可） 

第１９条 委員会は、第１７条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査し

た上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書（様式第１２

号）により当該使用をした者に通知するものとする。 

第１９条 委員会は、第１７条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査し

た上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可書（様式第１２号）によ

り当該使用をした者に通知するものとする。 

２ 委員会は、予約の決定を受けた者が、所定の期日までに使用料を納付しない

ときは、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、委員会が特に必要と

認めるときは、この限りでない。 

 

  

(使用料の減免) (使用料の減免) 

第２１条 委員会は、条例第26条第2項の規定により、次号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める割合を減免することができる。 

(1)～(2)（略） 

２ （略） 

第２１条 委員会は、条例第26条第2項の規定により、次号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める割合を減免することができる。 

(1)～(2)（略） 

２ （略） 

３ 委員会は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で減免の可否

等を決定し、大東市公共施設使用料減免決定通知書（様式第14号)により当該申

請をした者に通知するものとする。 

３ 委員会は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で減免の可否

等を決定し、大東市公共施設使用料減免許可(不許可)通知書(様式第14号)によ

り当該申請をした者に通知するものとする。 

  

第４章 補則 第４章 補則 

 （駐車場の使用時間） 

 第２３条 総合文化センターの駐車場（以下「駐車場」という。）の使用時間は、

総合文化センターの開館日の午前８時３０分から午後１０時３０分までとす

る。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。 



 （駐車場の使用料） 

 第２４条 前条に規定する使用時間外に駐車場を使用（休館日等により出場でき

ない場合を含む。）する場合の使用料は、条例別表の規定にかかわらず、午後

１０時３０分から翌日午前８時３０までは、１時間１００円とする。 

 ２ 第３１条の規定により指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）が管理運営

する場合における駐車場の利用料金は、１日（毎日午前０時から午後１２時ま

で）当たり１，０００円を限度とする。 

（駐車場の使用許可等） （使用の許可等） 

第２３条 総合文化センターの駐車場（以下「駐車場」という。）を使用しよう

とする者は、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けなければならない。 

第２５条 駐車場を使用しようとする者は、駐車場に入場する際に駐車券の交付

を受けなければならない。 

２ 委員会または本市の機関もしくは委員会が認めるものが駐車場を使用しよう

とするときは、事前に使用許可証の交付を受けなければならない。 

２ 委員会または本市の機関もしくは委員会が認めるものが駐車場を使用しよう

とするときは、事前に使用許可証の交付を受けなければならない。 

３ 前項の使用許可証を受けた者は、本来の使用目的以外に使用してはならない。 ３ 前項の使用許可証を受けた者は、本来の使用目的以外に使用してはならない。 

４ 使用許可証は、第三者に譲渡してはならない。 ４ 使用許可証は、第三者に譲渡してはならない。 

５ 使用許可証は、使用後速やかに返却しなければならない。 ５ 使用許可証は、使用後速やかに返却しなければならない。 

（使用料の徴収方法等） （使用料の徴収方法等） 

第２４条 駐車場の使用料は、入場の際に交付した駐車券によって出場の際に精

算を行い、現金により徴収する。 

第２６条 駐車場の使用料は、入場の際に交付した駐車券によって出場の際に精

算を行い、現金により徴収する。 

２ 駐車場を使用する者は、駐車券を紛失したとき、または破損、汚損等により

精算機を使用できないときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならな

い。 

２ 駐車場を使用する者は、駐車券を紛失したとき、または破損、汚損等により

精算機を使用できないときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならな

い。 

３ 委員会は、前項の届出があったときは、入場時間を確認し、使用料の精算そ

の他の出場に必要な措置を講じるものとする。この場合において、入場時間を

確認できないときは、入場日の使用時間当初から入場したものとみなす。 

３ 委員会は、前項の届出があったときは、入場時間を確認し、使用料の精算そ

の他の出場に必要な措置を講じるものとする。この場合において、入場時間を

確認できないときは、入場日の使用時間当初から入場したものとみなす。 



（使用料の免除） （使用料の免除） 

第２５条 委員会は、条例第２８条第２項の規定により、次の各号のいずれかに

該当するときは、駐車場の使用料を免除することができる。 

第２７条 委員会は、条例第２８条第２項の規定により、次の各号のいずれかに

該当するときは、駐車場の使用料を免除することができる。 

(1) 委員会または本市の機関が使用するとき。 (1) 委員会または本市の機関が使用するとき。 

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、歩行困難なものが使用

するとき。 

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、歩行困難なものが使用

するとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、委員会が免除をする必要があると認めると

き。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、委員会が免除をする必要があると認めると

き。 

２ 前項の免除は、委員会に申し出て承認を受けなければならない。 ２ 前項の免除は、委員会に申し出て承認を受けなければならない。 

３ 委員会は、前項の規定により承認したときは、駐車券に免除の処理を行うも

のとする。 

３ 委員会は、前項の規定により承認したときは、駐車券に免除の処理を行うも

のとする。 

（駐車場への入場制限） （駐車場への入場制限） 

第２６条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場に入場することができ

ない。 

第２８条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場に入場することができ

ない。 

(1) 発火性または引火性の物品を積載しているとき。 (1) 発火性または引火性の物品を積載しているとき。 

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。 (2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。 

(3) 著しい騒音を発しているとき。 (3) 著しい騒音を発しているとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。 (4) 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。 

（遵守事項） （遵守事項） 

第２７条 駐車場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。 第２９条 駐車場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 前条各号に掲げる行為を行わないこと。 (1) 前条各号に掲げる行為を行わないこと。 

(2) 自動車の施錠を怠らないこと。 (2) 自動車の施錠を怠らないこと。 

(3) 積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。 (3) 積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。 

(4) 駐車場内において販売行為等を行わないこと。 (4) 駐車場内において販売行為等を行わないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の指示に従うこと。 (5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の指示に従うこと。 



（管理義務） （管理義務） 

第２８条 本市、委員会または駐車場の運営管理者は、駐車場内における自動車

の事故、盗難等については、その責めを負わない。ただし、これらの者の責め

によるときは、この限りでない。 

第３０条 本市、委員会または駐車場の運営管理者は、駐車場内における自動車

の事故、盗難等については、その責めを負わない。ただし、これらの者の責め

によるときは、この限りでない。 

（指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） （指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） 

第２９条 第２条から前条（第７条、第８条、第１５条、第２０条、第２１条、

第２４条および第２５条については、条例第２１条第１項第４号に規定する利

用料金の収受を行わせる場合に限る。）までおよび別表第１から別表第３まで

の規定は、指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項に規定する指定管理者をいう。）に文化ホール（市民ギャラリーを含

む。）、公民館または駐車場の管理を行わせる場合について準用する。この場

合において、これらの規定（前条を除く。）中「大東市教育委員会（以下「委

員会」という。）」または「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」

を「利用料金」と読み替えるものとする。 

第３１条 第２条から前条（第７条、第８条、第１５条、第２０条、第２１条、

第２６条および第２７条については、条例第２１条第１項第４号に規定する利

用料金の収受を行わせる場合に限る。）までおよび別表第１から別表第３まで

の規定は、指定管理者に文化ホール（市民ギャラリーを含む。）、公民館また

は駐車場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これら

の規定（前条を除く。）中「大東市教育委員会（以下「委員会」という。）」

または「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」を「利用料金」と

読み替えるものとする。 

（補則） （補則） 

第３０条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、委

員会が別に定める。 

第３２条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、委

員会が別に定める。 

  

付 則 付 則 

１～６（略） １～６（略） 

 （大ホール等で物品販売を行う場合の利用者負担） 

 ７ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間、大ホール、多目的

小ホール、リハーサル室、音楽練習室、コミッティ・サロンまたは市民ギャラ

リーで物品販売を行う者は、当該施設の基本的な使用料の１割を負担しなけれ

ばならない。ただし、当該物品の販売を業としない者は除くものとする。 



別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

区分 期間 

大ホールおよび当該

ホールと同時に使用

する施設 

使用日の１年前に当たる日の属する月の初日から使用日

の前３０日まで 

上記以外の施設 使用日の６か月前に当たる日の属する月の初日から使用

日の前１５日（土曜日、日曜日および休日におけるコミ

ッティ・サロンの使用にあっては、使用日の３か月前に

当たる日の属する月の初日）まで 
 

区分 期間 

大ホールおよび当該

ホールと同時に使用

する施設 

使用日の１年前に当たる日の属する月の初日から使用日

の前３０日まで 

上記以外の施設 使用日の６か月前に当たる日の属する月の初日から使用

日の前１５日（土曜日、日曜日および休日におけるコミ

ッティ・サロンの使用にあっては、使用日の３か月前に

当たる日の属する月の初日）まで 
 

   
 
 



 

 

教委議案第２０号 
 
 

大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則の一部を改正する規則 
について 

 
 
大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則の一部を改正する規則を次のと

おり制定する。 
 
 
平成２９年６月３０日提出 

 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理     由 
 

 
公共施設予約システムの更新による予約方法の変更に伴い、所要の改正を行うため。 

 

 



大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

平成２９年７月３日 

教委規則第 １２ 号 

 

大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則（平成２３年教委規則第４号）

の一部を次のように改正する。 

 

第７条第３項中「５日」を「当該申請可能日の属する月の６日」に改め、同項に次のた

だし書を加える。 

ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。 

第７条第５項中「経過した日以後」を「経過した日から使用予定日の８日前までの期間」

に、「ふれあいセンターの窓口において同項の規定による申請その他の手続」を「予約シ

ステム規則第２条第１項に規定する予約システムによる予約の申込み等体育館施設等の使

用に係る手続」に改め、同項後段を削り、同項の次に次の２項を加える。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日

から起算して７日以内に、第１項の申請その他の手続を行わなければならない。この場

合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類等の提示により、第

１項の申請書の提出とみなすものとする。 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申請が行わ

れていないときは、条例第２条に規定するふれあいセンターの窓口において第１項の規

定による申請その他の手続を行うことができる。 

第１１条第１項中「大東市公共施設使用許可書」を「大東市公共施設使用許可決定通知

書」に改め、同条第３項中「大東市公共施設許可書」を「大東市公共施設使用許可決定通

知書」に改める。 

第１２条の見出しを「（使用の許可の変更および取消しの申請）」に改め、同条第１項中

「を変更し、または申請を取り消そうとするときは、大東市公共施設使用許可変更・取消

申請書（様式第８号）」を「の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許可変

更申請書（様式第８号）を、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書



（様式第８号の２）」に改め、同条第２項中「大東市公共施設使用許可変更・取消許可書

（様式第９号）」を「変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書（様

式第９号）により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書（様

式第９号の２）」に改める。 

第１３条第３項中「大東市公共施設特別施設設置・設備変更許可書」を「大東市公共施

設特別施設設置・設備変更決定通知書」に改める。 

第１７条第３項中「大東市公共施設利用料金減免許可（不許可）通知書」を「大東市公

共施設利用料金減免決定通知書」に改める。 

第２７条を削り、第２８条を第２７条とする。 

第２９条を削り、第３０条を第２８条とし、第３１条から第３３条までを２条ずつ繰り

上げる。 

様式第５号を次のように改める。



様式第５号（第７条関係） 

大東市公共施設使用許可申請書 
（あて先）大東市指定管理者 
次のとおり、施設の使用許可を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予 約 申 請 番 号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入 場 料 の 有 無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 
 
 
 
 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
加算・減免理由等  

  



様式第７号および様式第８号を次のように改める。 

 様式第７号（第１１条関係） 

大東市公共施設使用許可決定通知書 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 
 
 
 
 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
加算・減免理由等   

 

 

 

 

    年  月  日 

上記のとおり施設の使用許可について通知します。 

    大東市指定管理者



様式第８号（第１２条関係）  

大東市公共施設使用許可変更申請書 

（あて先）大東市指定管理者 

次のとおり施設の使用許可の変更を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
変 更 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

変更前 
 
 
変更後 
 
 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
増 減 額  
納付済利用料金  
加算・減免理由等  

  



様式第８号の次に次の１様式を加える。 

様式第８号の２（第１２条関係） 

大東市公共施設使用許可取消申請書 

（あて先）大東市指定管理者 

次のとおり施設の使用許可の取消を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 
数量 

（時間） 利用料金 

 
 
 

     

料 金 の 内 訳 
返 還 額  
納付済利用料金  

 



様式第９号を次のように改める。 

様式第９号（第１２条関係） 

大東市公共施設使用許可変更決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

変更前 
 
変更後 
 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
増 減 額  
納付済利用料金  
加算・減免理由等   

 

 

 

    年  月  日 
上記のとおり施設の使用許可の変更について通知します。 

    大東市指定管理者



様式第９号の次に次の１様式を加える。 

様式第９号の２（第１２条関係） 

大東市公共施設使用許可取消決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  

 

予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 
使用部屋

名 
使用付属設備名 

数量 
（時間） 利用料金 

 
 
 

     

料 金 の 内 訳 
返 還 額  
納付済利用料金   

 

 

 

 

    年  月  日 

上記のとおり施設の使用許可の取消について通知します。 

    大東市指定管理者



様式第１１号中「大東市公共施設特別施設設置・設備変更許可書」を「大東市公共施設

特別施設設置・設備変更決定通知書」に、「変更を許可」を「変更について通知」に改める。 

様式第１２号から様式第１６号までを次のように改める。 

様式第１２号（第１５条関係） 

大東市公共施設利用料金領収書 
領収番号 年度 

氏  名 

（団体名） 

 

 

施  設  

内  訳  

領収金額  

領 収 日  

 

 

上記のとおり施設の利用料金を領収しました。 

    大東市指定管理者 
 

領 収 印 

 

 

 

 

 

 



様式第１３号（第１６条関係） 

大東市公共施設利用料金返還（還付）申請書 

（あて先）大東市指定管理者 

次のとおり利用料金の返還（還付）を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  

 

予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 
数量 

（時間） 
利用料金 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 



様式第１４号（第１６条関係） 

大東市公共施設利用料金返還（還付）決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 
 
 

     

納 付 日  
返 還 額  

 
返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 
 

 

 

 

    年  月  日 

上記のとおり利用料金の返還（還付）について通知します。 

    大東市指定管理者 



様式第１５号（第１７条関係） 

大東市公共施設利用料金減免申請書 

（あて先）大東市指定管理者 

次のとおり利用料金の減免を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  

 

予約申請番号  

申 請 日  

使 用 施 設 名  

使 用 目 的  

催 事 名  

人 数  

入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 

 

 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
加算・減免理由等  



様式第１６号（第１７条関係） 

大東市公共施設利用料金減免決定通知書 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 
 
 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
加算・減免理由等  

 
 
 
 
 

 

    年  月  日 

上記のとおり利用料金の減免について通知します。 

    大東市指定管理者



付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。ただし、第２７条を削り、第２８条

を第２７条とする改正規定および第２９条を削り、第３０条を第２８条とし、第３１条

から第３３条までを２条ずつ繰り上げる改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行

規則（以下「旧規則」という。）の規定により行われた使用の予約、申請その他の手続は、

改正後の大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）の規定によって行われたものとみなす。 

３ 旧規則の規定によって作成された用紙（大東市公共施設予約システムによって作成し

た用紙を除く。）は、当分の間、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、所要の調

整をして使用することができる。 



大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

○大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則 ○大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条例施行規則 
平成２３年９月１５日 教委規則第４号 平成２３年９月１５日 教委規則第４号 

  

第３章 大東市立四条体育館 第３章 大東市立四条体育館 

（使用の申請） （使用の申請） 

第７条 体育館施設等（条例第１５条に規定するものをいう。以下同じ。）を使

用しようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書（様式第５号）を指定管

理者に提出しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複

数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。 

第７条 体育館施設等（条例第１５条に規定するものをいう。以下同じ。）を使

用しようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書（様式第５号）を指定管

理者に提出しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複

数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。 

２ 前項の申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、体育館施設等を使用

する日（同一月内で、その日が２日以上にわたるときは、その初日をいう。以

下同じ。）の属する月の３か月前の月の初日から行うことができる（付属設備

を使用する場合も同様とする）。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、

この限りでない。 

２ 前項の申請（予約の申込みとみなす場合を含む。）は、体育館施設等を使用

する日（同一月内で、その日が２日以上にわたるときは、その初日をいう。以

下同じ。）の属する月の３か月前の月の初日から行うことができる（付属設備

を使用する場合も同様とする）。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、

この限りでない。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第１

号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行った

者は、同規則第２条第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する申

請可能日から当該申請可能日の属する月の６日までの間において、体育館施設

等の使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、指定管理者が必要

と認めるときは、この限りでない。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第１

号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行った

者は、同規則第２条第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する申

請可能日から５日までの間において、体育館施設等の使用に係る予約の申込み

をすることができる。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決

定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約が決定した

日の属する月の１４日までに、第１項の使用申請その他の手続を行わなければ

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決

定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約が決定した

日の属する月の１４日までに、第１項の使用申請その他の手続を行わなければ



ならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明す

る書類の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

ならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明す

る書類の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日から使用予定日の８日

前までの期間において、第１項の規定による申請が行われていないときは、予

約システム規則第２条第１項に規定する予約システムによる予約の申込み等

体育館施設等の使用に係る手続を行うことができる。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日以後において、第１項

の規定による申請が行われていないときは、ふれあいセンターの窓口において

同項の規定による申請その他の手続を行うことができる。この場合において、

予約システム規則第２条第１号に規定する予約システムによる体育館施設等

の使用に係る予約の申込みはできないものとする。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた

日の翌日から起算して７日以内に、第１項の申請その他の手続を行わなければ

ならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明す

る書類等の提示により、第1項の申請書の提出とみなすものとする。 

 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申

請が行われていないときは、条例第２条に規定するふれあいセンターの窓口に

おいて第１項の規定による申請その他の手続を行うことができる。 

 

  

（使用の許可） （使用の許可） 

第１１条 指定管理者は、体育館施設等の使用の申請を受けたときは、その内容

を審査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書（様

式第７号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

第１１条 指定管理者は、体育館施設等の使用の申請を受けたときは、その内容

を審査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可書（様式第７号）

により、当該申請をした者に通知するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、体育館施設等

を使用する際、大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならな

い。 

３ 第１項の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、体育館施設等

を使用する際、大東市公共施設許可書を提示しなければならない。 

  

（使用の許可の変更および取消しの申請） （使用変更および使用取消しの申請） 

第１２条 使用者は、体育館施設等の使用の許可を変更しようとするときは大東 第１２条 使用者は、体育館施設等の使用を変更し、または申請を取り消そうと



市公共施設使用許可変更申請書（様式第８号）を、取り消そうとするときは大

東市公共施設使用許可取消申請書（様式第８号の２）を指定管理者に提出しな

ければならない。 

するときは、大東市公共施設使用許可変更・取消申請書（様式第８号）を指定

管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更ま

たは取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可

変更決定通知書（様式第９号）により、取り消すときにあっては大東市公共施

設使用許可取消決定通知書（様式第９号の２）により、当該申請をした者に通

知するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更ま

たは取消しの可否を決定し、大東市公共施設使用許可変更・取消許可書（様式

第９号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（特別設備の設置等） （特別設備の設置等） 

第１３条 使用者は、体育館施設等に備え付けられた付属設備以外の特別設備を

設け、または既設の設備に変更を加えようとする者は、大東市公共施設特別施

設設置・設備変更申請書（様式第１０号）を指定管理者に提出しなければなら

ない。 

第１３条 使用者は、体育館施設等に備え付けられた付属設備以外の特別設備を

設け、または既設の設備に変更を加えようとする者は、大東市公共施設特別施

設設置・設備変更申請書（様式第１０号）を指定管理者に提出しなければなら

ない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定管理者は、第１項の申請があったときは、その内容を審査した上で設置

の可否を決定し、大東市公共施設特別施設設置・設備変更決定通知書（様式第

１１号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 指定管理者は、第１項の申請があったときは、その内容を審査した上で設置

の可否を決定し、大東市公共施設特別施設設置・設備変更許可書（様式第１

１号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

  

（利用料金の減免） （利用料金の減免） 

第１７条 利用料金の減免については、大東市立体育施設条例施行規則（平成１８

年教委規則第４号）第１０条第１項の規定を準用する。この場合において、「条

例第１６条」とあるのは「条例第２４条」と読み替えるものとする。 

第１７条 利用料金の減免については、大東市立体育施設条例施行規則（平成１８

年教委規則第４号）第１０条第１項の規定を準用する。この場合において、「条

例第１６条」とあるのは「条例第２４条」と読み替えるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で減免の

可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免決定通知書（様式第１６号）によ

り、当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で減免の

可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免許可（不許可）通知書（様式第１

６号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 



  

（規定の準用） （規定の準用） 

第２０条 大東市立四条グラウンドについて、第７条から前条までの規定を準用

する。この場合において、これらの規定中「体育館施設等」とあるのを「グラ

ウンド施設等」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第２０条 大東市立四条グラウンドについて、第７条から前条までの規定を準用

する。この場合において、これらの規定中「体育館施設等」とあるのを「グラ

ウンド施設等」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第７条 条例第１５条 条例第２９条 
 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第７条 条例第１５条 条例第２９条 
 

（企画展示室の使用制限） （企画展示室の使用制限） 

第２５条 企画展示室の使用に当たっては、条例第１０条の順守義務を履行する

ほか、音量、臭気等により常設展示に大きな影響を与えないよう、事前に指定

管理者と十分な調整を行わなければならない。 

第２５条 企画展示室の使用に当たっては、条例第１０条の順守義務を履行する

ほか、音量、臭気等により常設展示に大きな影響を与えないよう、事前に指定

管理者と十分な調整を行わなければならない。 

２ 指定管理者は、前項に反する状況であると認める場合は、改善への指導を行

い、なお改善が見込めない場合は、使用の許可を取り消し、既に使用している

場合は、当該使用している者を退去させることができる。 

２ 指定管理者は、前項に反する状況であると認める場合は、改善への指導を行

い、なお改善が見込めない場合は、使用の許可を取り消し、既に使用している

場合は、当該使用している者を退去させることができる。 

３ 企画展示室は、市、委員会および指定管理者が優先使用するものとし、それ

以外の者にあっては、連続して２８日を超えて使用できないものとする。 

３ 企画展示室は、市、委員会および指定管理者が優先使用するものとし、それ

以外の者にあっては、連続して２８日を超えて使用できないものとする。 

第６章 補則 第６章 補則 

（駐車場の使用許可等） （駐車場の使用許可等） 

第２６条 ふれあいセンターの駐車場（以下「駐車場」という。）を使用しよう

とする者は、入場時に駐車券の交付を受けなければならない。 

第２６条 ふれあいセンターの駐車場（以下「駐車場」という。）を使用しよう

とする者は、入場時に駐車券の交付を受けなければならない。 

 （駐車場の使用時間） 

 第２７条 駐車場の使用時間は、ふれあいセンターの開館日の午前８時４５分か

ら午後９時１５分まで（条例第３２条による特例時間帯での使用があるとき

は、当該使用する時間帯の前後１５分を使用時間に含む。）とする。ただし、



指定管理者が必要あると認めるときは、これを変更することができる。 

（駐車場への入場制限） （駐車場への入場制限） 

第２７条 発火性もしくは引火性のある物品または著しく悪臭を発する物品を積

載しているとき、または騒音を発しているとき、その他駐車場の管理に支障が

あると認められるときは、駐車場に入場することができない。 

第２８条 発火性もしくは引火性のある物品または著しく悪臭を発する物品を積

載しているとき、または騒音を発しているとき、その他駐車場の管理に支障が

あると認められるときは、駐車場に入場することができない。 

 （駐車場の利用料金） 

 第２９条 第２７条に規定する使用時間外に駐車場を使用（休館日等により出場

できない場合を含む。）する場合の利用料金は、条例別表第１第４号の規定に

かかわらず、１時間１００円とする。 

 ２ 条例別表第１第４号および前項の規定にかかわらず、駐車場の利用料金は、

１日（毎日午後１２時まで）当たり１，０００円を限度とする。 

（駐車場の利用料金の徴収方法等） （駐車場の利用料金の徴収方法等） 

第２８条 駐車場の利用料金は、入場時に交付された駐車券で、出場時に精算機

により精算して徴収する。 

第３０条 駐車場の利用料金は、入場時に交付された駐車券で、出場時に精算機

により精算して徴収する。 

２ 駐車場を使用する者は、駐車券を紛失したとき、または破損、汚損等により

精算機を使用できないときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければな

らない。 

２ 駐車場を使用する者は、駐車券を紛失したとき、または破損、汚損等により

精算機を使用できないときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければな

らない。 

３ 指定管理者は、前項の届出があったときは、入場時間を確認し、利用料金の

精算その他の出場に必要な措置を講じるものとする。この場合において、入場

時間を確認できないときは、当該入場した日の開場時に入場したものとみな

す。 

３ 指定管理者は、前項の届出があったときは、入場時間を確認し、利用料金の

精算その他の出場に必要な措置を講じるものとする。この場合において、入場

時間を確認できないときは、当該入場した日の開場時に入場したものとみな

す。 

（利用料金の免除） （利用料金の免除） 

第２９条 大東市もしくは委員会、歩行に困難のある身体障害者手帳の交付を受

けた者または指定管理者が必要と認める者は、指定管理者の承認により、利用

料金の免除を受けることができる。 

第３１条 大東市もしくは委員会、歩行に困難のある身体障害者手帳の交付を受

けた者または指定管理者が必要と認める者は、指定管理者の承認により、利用

料金の免除を受けることができる。 



２ 前項の承認を受けようとする者は、指定管理者に必要な書類等を提示して利

用料金の免除を申し出なければならない。 

２ 前項の承認を受けようとする者は、指定管理者に必要な書類等を提示して利

用料金の免除を申し出なければならない。 

３ 指定管理者は、駐車場利用料金の免除を承認したときは、駐車券に必要な処

理を行うものとする。 

３ 指定管理者は、駐車場利用料金の免除を承認したときは、駐車券に必要な処

理を行うものとする。 

（遵守事項等） （遵守事項等） 

第３０条 駐車場を使用する者は、この章の前条までに規定および指定管理者ま

たは委員会の指示する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 

第３２条 駐車場を使用する者は、この章の前条までに規定および指定管理者ま

たは委員会の指示する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 車両の施錠を怠らないこと。 (1) 車両の施錠を怠らないこと。 

(2) 積載物の盗難予防装置を確実に行うこと。 (2) 積載物の盗難予防装置を確実に行うこと。 

(3) 駐車場において販売等営利行為を行わないこと。 (3) 駐車場において販売等営利行為を行わないこと。 

２ 指定管理者は、駐車場内における自動車の事故、盗難等については、その責

めを負わない。ただし、指定管理者の責めに帰する理由によるときは、この限

りでない。 

２ 指定管理者は、駐車場内における自動車の事故、盗難等については、その責

めを負わない。ただし、指定管理者の責めに帰する理由によるときは、この限

りでない。 

（補則） （補則） 

第３１条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、委

員会が別に定める。 

第３３条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、委

員会が別に定める。 

  

 
 
 

 



 

 

教委議案第２１号 
 
 

大東市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について 
 
 
大東市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。 

 
 

平成２９年６月３０日提出 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理     由 
 
 
公共施設予約システムの更新による予約方法の変更に伴い、所要の改正を行うため。 



大東市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 

平成２９年７月３日 

教委規則第 １３ 号 

 

大東市体育施設条例施行規則（平成１８年教委規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第２条第１項中「条例第８条の規定により大東市体育施設（以下「体育施設」という。）

および付属設備（以下「施設等」という。）の使用の許可を受けようとする者は、次の各

号に定める申請書」を「条例第１条に規定する大東市体育施設（以下「体育施設」という。）

およびその付属設備の使用の許可を受けようとする者（トレーニング室を使用しようとす

る者を除く。）は、大東市公共施設使用許可申請書（様式第１号）」に改め、同項各号を削

り、同条第２項中「申請期間内に行わなければならない」を「申請可能日に行うことがで

きる」に改め、同条第３項中「同規則第２条第１号」を「体育施設の専用使用について同

規則第２条第１号」に、「申請可能日から５日後までの間において、体育館およびテニスコ

ートの使用」を「申請可能日において、体育施設の使用」に改め、同条第４項の次に次の

３項を加える。 

５ 体育施設の使用申請が可能な月の１５日を経過した日から使用予定日の８日前までの

期間において、第１項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第

２条第１号に規定する予約システムによる予約の申込み等体育施設の使用に係る手続を

することができる。 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日

から起算して７日以内に、第１項の申請その他の手続を行わなければならない。この場

合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類等の提示により、第

１項の申請書の提出とみなすものとする。 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申請が行わ

れていないときは、大東市立市民体育館（以下「体育館」という。）の窓口において第

１項の規定による申請その他の手続を行うことができる。 

第２条の次に次の１条を加える。 



（トレーニング室の使用の申請） 

第２条の２ 条例第８条の規定によりトレーニング室およびその付属設備（以下「トレー

ニング室等」という。）を使用しようとする者は、大東市立市民体育館使用券（様式第２

号）を指定管理者に提出し、その承諾を受けなければならない。 

第３条第１項を次のように改める。 

体育施設（トレーニング室を除く。以下この条において同じ。）の使用区分を使用

できる回数は、毎月の初日から末日までの期間において、１人（団体）当たり５回まで

とする。ただし、抽選後の申請については、これを超えて使用することができる。 

第３条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 体育施設を使用できる区分数は、１日につき１区分とする。ただし、体育館にあって

は連続する２区分以上、大東市立龍間運動広場（以下「運動広場」という。）にあって

は、連続する２区分（運動広場での大会使用は全区分）を１区分とみなすものとする。 

３ 体育館にあっては、同じ施設を全区分にわたり連続して４日以上使用することはでき

ない。 

第４条第１項中「体育館およびテニスコートにあっては大東市公共施設使用許可書（様

式第４号）、運動広場にあっては大東市立龍間運動広場使用許可書（様式第５号）当該使

用をした者」を「大東市公共施設使用許可決定通知書（様式第３号）により当該申請をし

た者」に改め、同条中第２項を削り、第３項を第２項とし、同条の次に次の１条を加える。 

第４条の２ 指定管理者は、トレーニング室等の使用の申請を受けたときは、その内容を

審査した上で使用承諾の可否を決定するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の承諾に当たって、大東市立市民体育館使用券に領収印を押印す

ることにより使用許可書に代えるものとし、使用者の申出により、１１回分の回数券（様

式第４号）または定期券（様式第５号）を交付することができる。 

３ 回数券または定期券の交付を受けた者は、トレーニング室等を使用しようとするとき

は、その都度指定管理者に回数券または定期券の提示を行い、その承諾を受けなければ

ならない。 

４ 交付した回数券および定期券は、市または指定管理者に責めがある場合を除き、未使

用分を払い戻すことはできない。 

第５条を次のように改める。 

（使用の許可の変更および取消しの申請） 



第５条 第４条に規定する使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、体育施設

およびその付属施設（以下「体育施設等」という。）の使用の許可を変更しようとすると

きは大東市公共施設使用許可変更申請書（様式第６号）を、取り消そうとするときは大

東市公共施設使用許可取消申請書（様式第７号）を指定管理者に提出しなければならな

い。 

２ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更または取消

しの決定をし、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書（様式

第８号）により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書（様

式第９号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（使用の届出） 

第５条の２ 条例第８条の２の規定により、個人で体育施設を使用しようとする者は、大

東市立市民体育館使用券を指定管理者に提出し、その承諾を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の承諾に当たって、大東市立体育館使用券に領収印を押印するこ

とにより使用許可書に代えるものとする。 

３ 前項の使用は、原則として１時間以内を単位とし、指定管理者が安全な使用または施

設管理に支障があると判断する場合は、使用人数、使用時間その他使用の制限を加え、

使用を中止させ、または使用を承諾しないことができる。 

第７条第２項、第３項および第８条第１項中「体育施設および設備等」を「体育施設

等」に改め、同条第３項中「第２条第１項第２号」を「第２条の２および第５条の２」

に、「使用許可書に代えるものとする」を「前項の領収書に代えることができる」に改め

る。 

 第９条第１項第１号中「体育施設および施設等」を「体育施設等」に改め、同条第３

項中「を当該申請をした者に交付する」を「により当該申請をした者に通知する」に改

める。 

第１０条第３項中「大東市公共施設利用料金減免許可（不許可）通知書」を「大東市

公共施設利用料金減免決定通知書」に改める。 

第１２条および第１３条中「体育施設および設備等」を「体育施設等」に改める。 

別表を次のように改める。



別表（第２条関係） 

申請可能日 

 

 

施設名称 

使用申請の受付期間 

一次申請（市民に限る。） 
二次申請 

（市民および市民以外） 

体

育

館 

大体育室 
使用日が属する月の３か月前

の月の初日から同月６日（運 

動広場の大会使用の場合は４

か月前の月の初日から第３水

曜日）まで 

使用日が属する月の３か月前

の１５日から（先着順） 

小体育室 

多目的室（大） 

多目的室（小） 

運動広場 

大東市立テニスコート 

備考１ 市民とは、本市内に在住、在勤または在学する者（法人または団体にあって 

は、その所在地が本市内にあるもの）をいう。 

２ 一次申請において複数の申請がある場合の抽選は、受付期間の終了後、指

定管理者が別に定める日に行うものとする。 

３ 指定管理者が特に必要と認めるときは、一次申請における使用申請の受付 

 期間を変更することができる。



様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第２条関係） 

大東市公共施設使用許可申請書 
（あて先）大東市指定管理者 
次のとおり、施設の使用許可を申請します。 

申 請 者 住所  
 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 
 
 
 
 
 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
加算・減免理由等  

 
様式第２号中「第２条関係」を「第２条の２関係」に改める。 
様式第２号の２および様式第２号の３を削る。 
様式第３号から様式第９号までを次のように改める。



様式第３号（第４条関係） 

大東市公共施設使用許可決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 
 
 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
加算・減免理由等  

 
 

 

 

 

    年  月  日 

次のとおり施設の使用許可について通知します。 

    大東市指定管理者



様式第４号（第４条の２関係） 

（内側） 

● 入館の際は、職員にお渡しください。 

● 施設の使用中は、職員の指示に従ってく

ださい。 

● 他人の迷惑にならないようにしてください。 

● この券は、換金できません。 

● この券は、再発行できません。 

● この券は、１人１枚１利用時間のみ有効 

● この券は、利用時に検印を受けてください。 

  

 

 

1 2 3 4 

 
5 6 7 8 

9 10 11 大東市

立市民

体育館 

  

 

(外側) 

大東市立市民体育館 

大東市立市民体育館    No.     

 

トレーニング室 

 

回 数 券(11 回分) 

 

 □ 一般(高校生以上)  3,000 円 

 □ 小・中学生     1,500 円 

 



様式第５号（第４条の２関係） 

（表） 

トレーニング室定期券 
No. 
 
 

使用者氏名 
 

 
     年 

月  日から 

 
 
     年 

月  日まで 

 
１か月間有効 

一般(高校生以上) 
3,000 円 

  

小・中学生 
1,500 円 

  

大 東 市 立 市 民 体 育 館 

 
（裏） 

 ● この券は、使用の際職員に提示して指示に従ってください。 
 
 ● この券は、他人に貸与または譲渡することはできません。 
 
 ● この券は、換金できません。 
 
 ● この券は、再発行できません。 
 
 ● 使用の際は、トレーニング室使用の注意を守ってください。 
 
 

大東市立市民体育館  

 



様式第６号（第５条関係） 

大東市公共施設使用許可変更申請書 
（あて先）大東市指定管理者 

次のとおり施設の使用許可の変更を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
変 更 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

変更前 
 
変更後 
 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
増 減 額  
納付済利用料金  
加算・減免理由等  

 



様式第７号（第５条関係） 

 

大東市公共施設使用許可取消申請書 

（あて先）大東市指定管理者 

次のとおり施設の使用許可の取消を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  

 

予約申請番号  

申 請 日  

使 用 施 設 名  

使 用 目 的  

催 事 名  

人 数  

入場料の有無  

取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 

 

 

     

料 金 の 内 訳 

返 還 額  

納付済利用料金  

 



様式第８号（第５条関係） 

大東市公共施設使用許可変更決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  
代 表 者 氏名  
責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
取 消 理 由  
使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 

（時間） 利用料金 

変更前 

 

変更後 

 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
増 減 額  
納付済利用料金  
加算・減免理由等   

 

 

 

 

    年  月  日 

次のとおり施設の使用許可の変更について通知します。 

    大東市指定管理者



様式第９号（第５条関係） 

大東市公共施設使用許可取消決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  

使 用 施 設 名  

使 用 目 的  

催 事 名  

人 数  

入場料の有無  

取 消 理 由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 

 

 

     

料 金 の 内 訳 

返 還 額  

納付済利用料金  
 

 

 

 

 

    年  月  日 

次のとおり施設の使用許可の取消について通知します。 

    大東市指定管理者



様式第１２号から様式第１６号までを次のように改める。 

様式第１２号（第８条関係） 

大東市公共施設利用料金領収書 
領収番号 年度 

氏  名 

（団体名） 
 

施  設  

内  訳  

領収金額  

領 収 日  

 

上記のとおり施設の利用料金を領収しました。 

    大東市指定管理者 
 

領 収 印 

 

 

 

 



様式第１３号（第９条関係） 

大東市公共施設利用料金返還（還付）申請書 
（あて先）大東市指定管理者 

次のとおり利用料金の返還（還付）を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  

申 請 日  

使 用 施 設 名  

使 用 目 的  

催 事 名  

人 数  

入場料の有無  

返還申請理由  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 

 

     

納 付 日  

返 還 額  
 

返 還 金 受 取 金 融 機 関 

金 融 機 関 名  

口 座 番 号  

名 義 人  隔地払 



様式第１４号（第９条関係） 

大東市公共施設利用料金返還（還付）決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  
返還申請理由  
使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 

（時間） 利用料金 

 

 

 

     

納 付 日  

返 還 額  
 

返 還 金 受 取 金 融 機 関 
金 融 機 関 名  
口 座 番 号  
名 義 人  隔地払 

 
 

 

 

 

    年  月  日 

次のとおり利用料金の返還（還付）について通知します。 
    大東市指定管理者



様式第１５号（第１０条関係） 

大東市公共施設利用料金減免申請書 

（あて先）大東市指定管理者 

次のとおり利用料金の減免を申請します。 

申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  
申 請 日  
使 用 施 設 名  
使 用 目 的  
催 事 名  
人 数  
入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 

 

 

     

利用料金 の 合 計 
施設利用料金  
付属設備利用料金  
小 計  
加算・減免額  
利用料金の合計  
加算・減免理由等  

 



様式第１５号（第１９条関係） 

大東市公共施設利用料金減免決定通知書 
申 請 者 住所  

 氏名（団体名）  

代 表 者 氏名  

責 任 者 住所  

 氏名  
 
予約申請番号  

使 用 施 設 名  

使 用 目 的  

催 事 名  

人 数  

入場料の有無  

使 用 日 使用時間 使用部屋名 使用付属設備名 数量 
（時間） 利用料金 

 
 
 

     

利用料金 の 合 計 

施設利用料金  

付属設備利用料金  

小 計  

加算・減免額  

利用料金の合計  

加算・減免理由等  
 

 

 

 

 

    年  月  日 

次のとおり利用料金の減免について通知します。 

    大東市指定管理者



 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の大東市体育施設条例施行規則（以下「旧規則」とい

う。）の規定により行われた使用の予約、申請その他の手続は、改正後の大東市体育施設

条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定によって行われたものとみなす。 
３ 旧規則の規定によって作成された用紙（大東市公共施設予約システムによって作成し

た用紙を除く。）は、当分の間、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、所要の調

整をして使用することができる。



大東市体育施設条例施行規則 新旧対照表 

新 旧 

○大東市体育施設条例施行規則 ○大東市体育施設条例施行規則 
平成１８年２月２３日 教委規則第４号 平成１８年２月２３日 教委規則第４号 

  

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、大東市体育施設条例（平成１７年条例第２４号。以下「条

例」という。）の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この規則は、大東市体育施設条例（平成１７年条例第２４号。以下「条

例」という。）の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（使用の申請） （使用の申請） 

第２条 条例第１条に規定する大東市体育施設（以下「体育施設」という。）お

よびその付属設備の使用の許可を受けようとする者（トレーニング室を使用し

ようとする者を除く。）は、大東市公共施設使用許可申請書（様式第１号）を

指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に提出しなければならない。この場

合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその

予約の申込みとみなすものとする。 

第２条 条例第８条の規定により大東市体育施設（以下「体育施設」という。）

および付属設備（以下「施設等」という。）の使用の許可を受けようとする者

は、次の各号に定める申請書を指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に提

出しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のとき

は、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。 

 (1) 大東市立市民体育館（以下「体育館」という。）または大東市立テニスコ

ート（以下「テニスコート」という。）をグループまたは団体で使用すると

き 大東市公共施設使用許可申請書（様式第１号） 

 (2) 体育館を個人で使用するとき 大東市立市民体育館使用券（様式第２号）。

ただし、トレーニング室を回数券（様式第２号の２）または定期券（様式第

２号の３）で個人使用する場合は、当該回数券または定期券を提示すること

で申請に代えるものとする。 

 (3) 大東市立龍間運動広場（以下「運動広場」という。）を使用するとき 大

東市立龍間運動広場使用許可申請書（様式第３号）。ただし、別表に定める



大会使用の区分で使用する場合は、大会の実施要領を添付するものとする。 

２ 前項に規定する申請は、別表に定める申請可能日に行うことができる。ただ

し、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する申請は、別表に定める申請期間内に行わなければならない。

ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第１

号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行った

者は、体育施設の専用使用について同規則第２条第１号に規定する予約システ

ムにより、別表に定める申請可能日において、体育施設の使用に係る予約の申

込みをすることができる。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第１

号。以下「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行った

者は、同規則第２条第１号に規定する予約システムにより、別表に定める申請

可能日から５日後までの間において、体育館およびテニスコートの使用に係る

予約の申込みをすることができる。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決

定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約の決定した

日の属する月の１４日までに、第１項の申請その他の手続を行わなければなら

ない。この場合において、当該予約の申込み者は、当該予約の決定を証明する

書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決

定（以下「予約の決定」という。）の通知を受けた者は、当該予約の決定した

日の属する月の１４日までに、第１項の申請その他の手続を行わなければなら

ない。この場合において、当該予約の申込み者は、当該予約の決定を証明する

書類等の提示により、第１項の申請書の提出とみなすものとする。 

５ 体育施設の使用申請が可能な月の１５日を経過した日から使用予定日の８日

前までの期間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約

システム規則第２条第１号に規定する予約システムによる予約の申込み等体育

施設の使用に係る手続をすることができる。 

 

６ 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた

日の翌日から起算して７日以内に、第1項の申請その他の手続を行わなければな

らない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する

書類等の提示により、第1項の申請書の提出とみなすものとする。 

 

７ 使用予定日の７日前から使用日までの期間において、前各項の予約または申

請が行われていないときは、大東市立市民体育館（以下「体育館」という。）

の窓口において第１項の規定による申請その他の手続を行うことができる。 

 

（トレーニング室の使用の申請）  

第２条の２ 条例第８条の規定によりトレーニング室およびその付属設備（以下  



「トレーニング室等」という。）を使用しようとする者は、大東市立市民体育

館使用券（様式第２号）を指定管理者に提出し、その承諾を受けなければなら

ない。 

（使用制限） （使用制限） 

第３条 体育施設（トレーニング室を除く。以下この条において同じ。）の使用

区分を使用できる回数は、毎月の初日から末日までの期間において、１人（団

体）当たり５回までとする。ただし、抽選後の申請については、これを超えて

使用することができる。 

２ 体育施設を使用できる区分数は１日につき１区分とする。ただし、体育館に

あっては連続する２区分以上、大東市立龍間運動広場（以下「運動広場」とい

う。）にあっては、連続する２区分（運動広場での大会使用は全区分）を１区

分とみなすものとする。 

第３条 体育館の毎月１日から月末までの使用区分の使用可能回数は、条例別表

第２に定める体育館の１つの使用単位を１回として、５回までとする。 

３ 体育館にあっては、同じ施設を全区分にわたり連続して４日以上使用するこ

とはできない。 

 

４ 運動広場においては、硬式野球、軟式野球、ソフトボール、サッカー、ペタ

ンク、グランド・ゴルフ、ゲートボールその他指定管理者が使用を認める種目

以外の使用はできないものとする。ただし、指定管理者が特別に認める場合は

この限りでない。 

２ 運動広場においては、硬式野球、軟式野球、ソフトボール、サッカー、ペタ

ンク、グランド・ゴルフ、ゲートボールその他指定管理者が使用を認める種目

以外の使用はできないものとする。ただし、指定管理者が特別に認める場合は

この限りでない。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第４条 指定管理者は、第２条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査し

た上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書（様式第３号）

により当該申請をした者に通知するものとする。 

第４条 指定管理者は、第２条第１項の申請を受けたときは、その内容を審査し

た上で使用の可否を決定し、体育館およびテニスコートにあっては大東市公共

施設使用許可書（様式第４号）、運動広場にあっては大東市立龍間運動広場使

用許可書（様式第５号）当該使用をした者に通知するものとする。 

 ２ 指定管理者は、前項に規定する使用の可否の決定において、先着順、抽選そ

の他大東市指定管理者が適当と認める方法により、体育施設等を使用できる者

を決定するものとする。 



２ 指定管理者は、予約の決定を受けた者が、所定の期日までに利用料金を納付

しないときは、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、指定管理者が

特に必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 指定管理者は、予約の決定を受けた者が、所定の期日までに利用料金を納付

しないときは、当該予約の決定を取り消すものとする。ただし、指定管理者が

特に必要と認めるときは、この限りでない。 

第４条の２ 指定管理者は、トレーニング室等の使用の申請を受けたときは、そ

の内容を審査した上で使用承諾の可否を決定するものとする。 

 

２ 指定管理者は、前項の承諾に当たって、大東市立市民体育館使用券に領収印

を押印することにより使用許可書に代えるものとし、使用者の申出により、１１回

分の回数券（様式第４号）または定期券（様式第５号）を交付することができ

る。 

 

３ 回数券または定期券の交付を受けた者は、トレーニング室等を使用しようと

するときは、その都度指定管理者に回数券または定期券の提示を行い、その承

諾を受けなければならない。 

 

４ 交付した回数券および定期券は、市または指定管理者に責めがある場合を除

き、未使用分を払い戻すことはできない。 

 

（使用の許可の変更および取消しの申請） （使用の取消しまたは変更） 

第５条 第４条に規定する使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

体育施設およびその付属施設（以下「体育施設等」という。）の使用の許可を

変更しようとするときは、大東市公共施設使用許可変更申請書（様式第６号）

を、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書（様式第７号）

を指定管理者に提出しなければならない。 

第５条 前条に規定する使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

体育施設および施設等の使用を変更し、または申請を取り消そうとするときは、

体育館またはテニスコートにあっては大東市公共施設使用許可変更・取消申請

書（様式第６号）を、運動広場にあっては大東市立龍間運動広場使用許可変更・

取消申請書（様式第７号）を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更ま

たは取消しの決定をし、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更

決定通知書（様式第８号）により、取り消すときにあっては大東市公共施設使

用許可取消決定通知書（様式第９号）により、当該申請をした者に通知するも

のとする。 

２ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更ま

たは取消しの決定をし、体育館またはテニスコートにあっては大東市公共施設

使用許可変更・取消許可書（様式第８号）により、運動広場にあっては大東市

立龍間運動広場使用許可変更・取消許可書（様式第９号）により、当該申請を

した者に通知するものとする。 

（使用の届出）  



第５条の２ 条例第８条の２の規定により、個人で体育施設を使用しようとする

者は、大東市立市民体育館使用券を指定管理者に提出し、その承諾を受けなけ

ればならない。 

 

２ 指定管理者は、前項の承諾に当たって、大東市立市民体育館使用券に領収印

を押印することにより使用許可書に代えるものとする。 

 

３ 前項の使用は、原則として１時間以内を単位とし、指定管理者が安全な使用

または施設管理に支障があると判断する場合は、使用人数、使用時間その他使

用の制限を加え、使用を中止させ、または使用を承諾しないことができる。 

 

（使用時間および延長） （使用時間および延長） 

第７条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備および事後

整備に要する時間も含むものとする。 

第７条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備および事後

整備に要する時間も含むものとする。 

２ 使用者は、指定管理者の許可なく使用時間を超えて体育施設等を使用するこ

とはできない。 

２ 使用者は、指定管理者の許可なく使用時間を超えて体育施設および設備等を

使用することはできない。 

３ 使用者は、使用時間を超えて体育施設等を使用しようとするときは、指定管

理者から使用時間の延長の許可を受けなければならない。この場合において、

使用者は、条例第１４条の規定による当該延長時間に係る利用料金を速やかに

納付しなければならない。 

３ 使用者は、使用時間を超えて体育施設および設備等を使用しようとするとき

は、指定管理者から使用時間の延長の許可を受けなければならない。この場合

において、使用者は、条例第１４条の規定による当該延長時間に係る利用料金

を速やかに納付しなければならない。 

（利用料金） （利用料金） 

第８条 体育施設等の使用許可を受けるに当たっては、所定の利用料金を支払わ

なければならない。 

第８条 体育施設および設備等の使用許可を受けるに当たっては、所定の利用料

金を支払わなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の利用料金を収納したときは、大東市公共施設利用料金

領収書（様式第１２号）を交付するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の利用料金を収納したときは、大東市公共施設利用料金

領収書（様式第１２号）を交付するものとする。 

３ 第２条の２および第５条の２の大東市立市民体育館使用券を利用する者は、

当該使用券に利用料金の受領印を押印することにより、前項の領収書に代える

ことができる。 

３ 第２条第１項第２号の大東市立市民体育館使用券を利用する者は、当該使用

券に利用料金の受領印を押印することにより、使用許可書に代えるものとする。 

（利用料金の返還） （利用料金の返還） 



第９条 指定管理者は、条例第１５条ただし書の規定による利用料金の返還につ

いて、次に掲げる額を返還することができる。 

第９条 指定管理者は、条例第１５条ただし書の規定による利用料金の返還につ

いて、次に掲げる額を返還することができる。 

(1) 条例第１０条第４号または第５号の規定により、体育施設設等の使用がで

きなくなったとき 既納利用料金の１０割 

(1) 条例第１０条第４号または第５号の規定により、体育施設および施設等の

使用ができなくなったとき 既納利用料金の１０割 

(2)～(4) （略） (2) ～(4) （略）   

２ 前項の場合において、利用料金の返還を受けようとする者は、大東市公共施

設利用料金返還（還付）申請書（様式第１３号）により指定管理者に申請しな

ければならない。 

２ 前項の場合において、利用料金の返還を受けようとする者は、大東市公共施

設利用料金返還（還付）申請書（様式第１３号）により指定管理者に申請しな

ければならない。 

３ 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、返還

の適否を決定し、大東市公共施設利用料金返還（還付）決定通知書（様式第１

４号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、返還

の適否を決定し、大東市公共施設利用料金返還（還付）決定通知書（様式第１

４号）を当該申請をした者に交付するものとする。 

(利用料金の減額または免除) (利用料金の減額または免除) 

第１０条 指定管理者は、条例第16条の規定により、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該各号に定める割合を減免することができる。ただし、第2号か

ら第6号までに掲げる場合の付属設備の利用料金については、この限りでない。 

(1)～(5) 

第１０条 指定管理者は、条例第16条の規定により、次の各号のいずれかに該当

するときは、当該各号に定める割合を減免することができる。ただし、第2号か

ら第6号までに掲げる場合の付属設備の利用料金については、この限りでない。 

(1)～(5) 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で減免の

可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免決定通知書(様式第16号)により、

当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査した上で減免の

可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免許可(不許可)通知書(様式第16号)

により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（破損等の届出） （破損等の届出） 

第１２条 使用者は、体育施設等を破損し、汚損し、または滅失したときは、速

やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。 

第１２条 使用者は、体育施設および設備等を破損し、汚損し、または滅失した

ときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。 

（使用終了の届出） （使用終了の届出） 

第１３条 使用者は、体育施設等の使用を終了したときは、直ちに指定管理者に

届け出て、点検を受けなければならない。 

第１３条 使用者は、体育施設および設備等の使用を終了したときは、直ちに指

定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。 



  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

申請可能日 １ 体育館の申請期間 

 

 

施設名称 

使用申請の受付期間 

一次申請（市民に限る。）
二次申請 

（市民および市民以外） 

体

育

館 

大体育室 使用日が属する月の３か

月前の月の初日から同月

６日（運動広場の大会使用

の場合は４か月前の月の

初日から第３水曜日）まで

使用日が属する月の３か

月前の１５日から（先着

順） 

小体育室 

多目的室（大） 

多目的室（小） 

運動広場 

大東市立テニスコート 
 

施設名称 使用申請の受付を開始する日 

大体育室 

使用希望月の２か月前の１日（その日が休館日

のときは、その翌日）から 

小体育室 

トレーニング室 

多目的室（大） 

多目的室（小） 
 

備考１ 市民とは、本市内に在住、在勤または在学する者（法人または団体

にあっては、その所在地が本市内にあるもの）いう。 

２ 一次申請において複数の申請がある場合の抽選は、受付期間の終

了後、指定管理者が別に定める日に行うものとする。 
３ 指定管理者が特に必要と認めるときは、一次申請における使用申請

の受付期間を変更することができる。 

 

備考 連続使用期間は、３日を超えることはできない。 

２ 龍間運動広場の申請期間 

項目 

 

 

 

 

使用希望日 

使用申請の受付を開始する日 

１回で使用

することが

できる使用

区分 

本市内に在住、在勤また

は在学する者（法人また

は団体にあっては、その

所在地が本市内にあるも

の） 

左記以外のもの 

平日 
使用希望日の１か月前の応答日から（先着

順） 
２区分まで 

土曜日、日曜日およ

び国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年

法律第１７８号）に

規定する休日（以下

「休日」という。） 

使用希望日が属する月の

２か月前の月の初日から

第３水曜日まで（複数の

申請がある場合は、抽選

とする。） 

使用希望日の１

か月前の応答日

から（先着順） 

２区分まで 



大会使用 

使用希望日が属する月の

４か月前の月の初日から

第３水曜日まで（複数の

申請がある場合は、抽選

とする。） 

使用希望日の１

か月前の応答日

から（先着順） 

終日可能 

 

 備考 複数の申請がある場合の抽選は、それぞれ受付終了後において、受付月

に指定管理者が別に定める日に行うものとする。 

 ３ テニスコートの申請期間 

 施設名称 使用申請の受付を開始する日 

テニスコート（３面） 使用希望月の前の月の１日から 
 

  

 
 
 



 

 

教委議案第２２号 
 
 

大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則について 
 
 
大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則を次のとおり制定する。 

 
 

平成２９年６月３０日提出 
 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理     由 
  
 
大東市公共施設予約システム更新に伴い、所要の改正を行うため。 

 

 

 



大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則 

 

平成２９年７月３日 

教委規則第 １４ 号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例（昭和６２年条例第

１０号。以下「条例」という。）の規定により施行するもののうち、夜間照明設備を用

いて中学校の運動場を市民に開放する事業（以下「夜間開放事業」という。）について、

大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則（昭和６２年教委規則第２号。

以下「条例施行規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的

とする。 

（実施場所および期間） 

第２条 夜間開放事業を実施する場所は、大東市立住道中学校、大東市立四条中学校およ

び大東市立深野中学校の運動場とする。 

２ 夜間開放事業を実施する期間等は、１月７日から１２月２６日までの間における午後

７時から午後９時までの時間帯とし、大東市教育委員会（以下「委員会」という。）が

必要と認めたときは、当該期間内において夜間開放事業を実施しない日を設けることが

できる。 

（対象等） 

第３条 夜間開放事業の対象となる者は、おおむね本市に在住、在勤または在学する者で

構成され、第１０条に規定する使用者の遵守すべき事項について、責任をもって遂行で

きる者が代表者である団体とする。 

２ 夜間開放事業の対象となる団体が行うことができる種目は次のとおりとする。 

(1) サッカー 

(2) ラグビー 

(3) ソフトボール 

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員会が認めた種目 

（使用の申請） 

第４条 条例第２条の規定により夜間開放事業による小・中学校の運動場の使用の許可を



受けようとする者は、あらかじめ当該学校長の承認を経て、条例施行規則様式第１号に

規定する学校施設使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。この場合におい

て、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみ

なすものとする。 

２ 前項の申請は、使用日の属する月の前月の初日から行うことができる。ただし、委員

会が必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則（平成１８年教委規則第１号。以下

「予約システム規則」という。）第５条に規定する登録手続を行った者は、同規則第２

条第１号に規定する予約システムにより、前項に規定する申請可能日から６日を経過す

る日までの間において、夜間開放事業による運動場の使用に係る予約の申込みをするこ

とができる。ただし、委員会が必要と認めるときは、予約の申込み期間を変更すること

ができる。 

４ 抽選等の選考を経て、予約システム規則第９条第２項の規定による予約の決定の通知

を受けた者は、当該予約の決定した日の属する月の１４日までに、第１項の規定による

使用の申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込

みは、当該予約の決定を証明する書類の提示により、第１項の申請書の提出とみなすも

のとする。 

５ 第２項に規定する申請可能日から１５日を経過した日以後において、第１項の規定に

よる申請が行われていないときは、委員会の窓口において同項の規定による申請その他

の手続をすることができる。 

（使用の許可） 

第５条 委員会は、前条第１項または第５項の申請があった場合は、その内容を審査した

上で使用の可否を決定し、条例施行規則様式第２号に規定する学校施設使用許可書を当

該申請した者に交付するとともに、その旨を条例施行規則様式第３号に規定する施設使

用許可通知書により学校長に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、許可しない場合は、その理由について当該申請をした者に提示

しなければならない。 

（使用の制限） 

第６条 夜間開放事業による同一運動場の使用は、原則として１団体につき１週間当たり

１回とする。ただし、第４条第５項に規定する申請の場合は、この限りでない。 



（使用日等の変更および使用の取消し） 

第７条 第５条第１項の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、夜間開放

事業による運動場の使用日等を変更しようとするときは、当該使用の許可を取り消し、

改めて使用の許可を得なければならない。 

２ 使用者は、夜間開放事業による運動場の使用の申請を取り消そうとするときは、委員

会に口頭その他の方法で届け出なければならない。 

（使用の手続） 

第８条 使用者は、条例別表第２に規定する夜間照明設備に係る使用料の納付と引き換え

に夜間照明設備を稼働させるために用いるコインまたは利用者番号を受け取るものとす

る。 

２ 前項のコインまたは利用者番号を受け取った者は、これらにより夜間照明設備を稼働

させるものとする。 

３ 委員会は、第１項の使用料を収納したときは、第５条で交付した学校施設使用許可書

に領収印を押印するものとする。 

（使用料の還付等） 

第９条 夜間照明設備に係る使用料については、還付および減免は行わない。 

２ 夜間照明設備を使用しなかった者は、以後において夜間開放事業による運動場の使用

を許可されたときに、前条第１項のコインまたは利用者番号を使用することができる。 

（使用者の順守事項等） 

第１０条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。 

(1) 校内で喫煙や火気の使用をしないこと。 

(2) 校内に危険性を伴う物品および特別な設備を持ち込まないこと。 

(3) 使用目的以外の施設および設備その他備品等を使用しないこと。または、これを持

ち出し、および傷つけないこと。 

(4) 車両（自動二輪、原動機付自転車および自転車を含む。）は、指定された区域に整

理して駐車し、指定された区域以外に入れないこと。 

(5) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。 

(6) 大きな音など周辺住民に迷惑のかかることは慎むこと。 

(7) 雨天等で運動場がぬかるんでいる場合は使用しないこと。 

  (8) 許可なく物品の販売、金品の寄付募集行為をしないこと。 



(9) 係員および委員会の指示に従うこと。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。 

２ 使用者は、施設および設備その他備品等を破損、汚損または滅失したときは、破損届

を委員会に提出し、その指示に従わなければならない。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、夜間開放事業の実施に関し必要な事項は、教育

長が別に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

（大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則（昭和６２年教委規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

第９条を次のように改める。 

(運動場の夜間使用時の特例) 

第９条 学校の運動場は、夜間照明設備を用いて使用することができる。この場合にお

いて、使用許可の申請その他必要な事項は、別に規則で定める。 

（経過措置） 

３ 改正後の大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則第９条の規定は、平

成２９年１１月１日以後に夜間開放事業により夜間照明設備および運動場等（以下「夜間

照明設設備等」という。）を使用する場合について適用し、同日前に夜間開放事業により

夜間照明設備等を使用する場合は、なお従前の例による。



参考（大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則） 

様式第１号（第２条関係） 

  許可 第      号 

年  月  日 

学校施設使用許可申請書 

 大東市教育委員会 様 

申

請

者 

団 体 名   申請日 年  月  日 

住 所 (TEL           ) 

責 任 者

名 

  

 下記のとおり使用許可申請をします。なお使用については大東市立小・中学校の施設の

使用に関する条例および同施行規則を厳守します。 

使 用 場 所 大東市立         学校 運動場 ・ 校舎 ・ 体育館 

使 用 日 時 年  月  日  午  時から 午  時まで 

使 用 目 的   

使 用 人 員   

学 校 の 意 見   校長  印 

 
  使用料領収書 (控 ) 

円 

領 収 印 

  

 



様式第２号（第３条関係） 

  許可 第     号 

年  月  日 

学 校 施 設 使 用 許 可 書 

申

請

者 

団 体 名 
  申 請

日 
年  月  日 

住 所 (TEL          ) 

責任者名   

大東市教育委員会   

下記のとおり使用を許可します。 

使 用 場 所 
大東市立        学

校 
運動場 ・ 校舎 ・ 体育館 

使 用 日 時 年  月  日  午  時から 午  時まで 

使 用 目 的   

使 用 人 員   

使用許可条件 
1 この使用許可書は、常に携帯し、管理者の求めに応じていつでも 
提示すること。 

2 使用権を他人に譲渡しないこと。 
3 使用目的以外に使用しないこと。 
4 施設および付属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもつ
て使用し、万一破損もしくは汚損または滅失したときは、これを原状 
に復し、またはその損害を賠償すること。 

5 公共施設であることを考え、他人に迷惑をかけることのないよう注 
意すること。 

6 所定の場所以外で火気(喫煙を含む｡)を使用しないこと。 
7 室内は、すべて土足厳禁のこと。 
8 大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例および同施行規則の 
規定に違反したとき、管理者の指示に従わないときは、使用許可を取 
り消しまたはその使用を制限もしくは停止し、または退去を命ずるこ 
とがある。 

9 使用料は、原則として還付しません。 
10 変更申請は、使用日の7日前までとする。 
11 使用時に生じた事故については一切責任を負いません。 
12 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備および
事後整備に要する時間を含むものとする。 

13 使用者は、使用時間の延長をすることが出来ない。 

  

使 用 料 領 収 書 

円 

上記金額領収しました。 

年 月 日 

領 収 印 

  

 



様式第３号（第３条関係） 

  
許可 第     号 

年  月  日 

施 設 使 用 許 可 通 知 書 

  学校長 様 

申

請

者 

団 体 名 
  

申請日 年  月  日 

住 所 (TEL          ) 

責 任 者

名 

  

  下記の件許可いたしましたからお願いします。 

使 用 場 所 大東市立        学校 運動場 ・ 校舎 ・ 体育館 

使 用 日 時 年  月  日  午    時から 午    時まで 

使 用 目 的 
  

使 用 人 員 
  

大 東 市 教 育 委 員 会 

 

 



 

大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則 新旧対照表 

新 旧 

○大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則 ○大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則 

昭和６２年３月３１日教委規則第２号 昭和６２年３月３１日教委規則第２号 

  

（運動場の夜間使用時の特例） （運動場の夜間使用時の特例） 

第９条 学校の運動場は、夜間照明設備を用いて使用することができる。この

場合において、使用許可の申請その他必要な事項は、別に規則で定める。 

第９条 学校の運動場を夜間照明設備を用いて使用することができる場合は、概

ね本市に在住、在勤または在学する者で構成され、施設使用時の遵守すべき事

項を責任をもつて遂行できる者の選出されている団体が、次の各号に掲げる種

目を行う場合とする。 

 (1) サッカー 

 (2) ラグビー 

 (3) ソフトボール 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、委員会が認めた種目 

 ２ 前項の使用許可申請は、第２条第２項の規定にかかわらず、使用しようとす

る日の属する月の前月の初日（その日が大東市の休日に関する条例（平成元年

条例第１号）に規定する休日の場合は、その後の最初に到来する休日でない日）

から同月１０日まで行い、当該日に抽選により決定するものとする。ただし、

当該抽選の日に申請がない場合は先着順とする。 

 ３ 第１項の使用に係る許可は、原則として１団体当たり１週間について１回と

する。 

  



 

 

教委議案第２３号 
 

大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員の委嘱について 
 
大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員５人の任期が、平成２９年７月３１日に満

了するにつき、その後任として、大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会規則第２

条第１項の規定により、次表の５人を委嘱する。 
 

平成２９年６月３０日提出 
 

大東市教育委員会 
教育長 亀岡 治義 

 
 
 

氏 名 専 門 所 属 備 考 

上原 真人 考古学 京都大学名誉教授・辰馬考古資料館館長 再 任 

内田 和伸 保存修景 
独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 

 

文化遺産部 遺跡整備研究室長 
再 任 

中井 均 考古学 滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科教授 再 任 

中西 裕樹 中世城館 
高槻市立しろあと歴史館館長 

 

高槻市立今城塚古代歴史館館長 
再 任 

仁木 宏 日本中世史 大阪市立大学大学院文学研究科教授  再 任 

 
 

理     由 
 

 飯盛城跡の国史跡指定を目指すにあたり、その前提となる具体的な調査・研究について、

関連する各分野の専門家の観点から総合的に指導・助言を受けるため。 
 

 

 

 

 

 



７．一般業務報告 

 

１．平成３０年度使用小学校教科用図書 特別の教科道徳 採択関係日程について 

 

 

２．大東市立北条コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例について 

 

 

３．大東市立北条コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

 

４．「深野新田会所と両皇大神社」の説明板設置について 

 

 

５．大東市立学校運動場夜間開放事業実施要綱を廃止する要綱について 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８．会議録 

 

亀岡教育長 

 

品川部長 

 

亀岡教育長 

 

 

 

 

 

田川次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、６月の教育委員会定例会を開催いたします。 

 本日の出席状況についてご報告をよろしくお願いします。 

本日の出席者は教育長並びに教育委員４名、合計５名でございま

す。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

日程第１ 「会議録署名委員の指名について」でございますが、

本日の署名委員は、太田委員によろしくお願いいたします。 

次に、日程第２ 教委議案第１５号「大東市公共施設予約システ

ムに関する規則の一部を改正する規則について」の提案理由の説明

をお願いします。 

教委議案第１５号大東市公共施設予約システムに関する規則の

一部を改正する規則について、提案理由をご説明いたします。 

この改正は、大東市ホームページ上で運用する大東市公共施設予

約システムを９月１日に新システムに移行することに伴い、必要な

事項を改正するものです。 

主な改正内容は、２点です。１点目は、システムの対象施設の追

加と削除です。２点目は、「公共施設予約システム登録申請書」等

の様式を新システムに合わせて変更することです。 

では、議案本紙の後ろに添付しているＡ４横の新旧対照表をお願

いいたします。右側が改正前の規則、左側が改正後の規則となって

おります。 

改正後の第３条第１項では、新システムの対象となる公共施設と

して１６施設を挙げております。項目数は、改正前より６項目増加

していますが、（7）ふれあいルーム、（11）四条体育館、（12）四条

グラウンドは、改正前の（6）「歴史とスポーツふれあいセンター」

を３施設に分けて表示したものであり、実質的に、追加する施設は

４施設、（2）文化情報センター、（10）龍間運動広場、（15）市民会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀岡教育長 

 

花田委員 

 

 

 

田川次長 

 

 

館、（16）中学校校庭夜間照明設備でございます。 

ページをめくっていただいて、第２項でございます。予約システ

ムにより予約状況の閲覧のみができる施設として文化ホールを挙

げております。改正前は、資料の右側に記載のとおり、予約状況の

閲覧ができる施設として５施設を挙げておりましたが、青少年野外

活動センターは、今回、予約システムから離脱することになり、文

化情報センター、龍間運動広場、市民会館は、第１項の予約可能な

施設へと移行するため、文化ホールのみとなったものです。 

次に、第４条（システム登録資格）第２項でございますが、この

条項では、中学生がシステム登録できる施設を原則としてテニスコ

ートに限定したものです。 

次のページ、第５条（登録手続）第１項・第２項では、文言の整

理と新システムに合わせた様式変更を行っております。 

次に、第８条（システム登録の抹消）では、３年以上システムの

使用がない者についてはシステム登録を抹消する旨、規定するもの

です。 

次のページの第９条は文言の整理を行うものです。 

この規則の施行日は９月１日としております。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたしま

す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

１つ教えていただけますでしょうか。予約システムによって予約

が非常に公平になっているというふうに考えているのですが、その

中で青少年野外活動センターが外れたというお話がありました。こ

れについて少しご説明いただけますか。 

青少年野外活動センターについては、改正前の条例で対象施設に

入っていたのですけれども、現状として全く使っていないというこ

とがございます。青少年野外活動センターの予約につきましては、



 

 

 

 

 

 

水野委員 

 

 

 

 

 

 

 

田川次長 

 

 

 

 

 

水野委員 

 

 

田川次長 

 

水野委員 

 

田川次長 

 

窓口で担当職員がどのような活動をしたいのかということを直接

利用者から聞いた上で、詳しくサービスを紹介するという形をとら

せていただいておりまして、機械的に予約をして、機械的に決定を

するということよりも、現状のとおり相談を受けながら使用する部

屋などを決めていく方がいいということで、実態に合わせて離脱い

たしました。 

２点あるのですけれども、１点目が、例えば私はいくつかの団体

に所属しているのですけれども、それはその団体で使うとき毎にＩ

Ｄとパスワードを複数持つ必要があるか、単に肩書は別だけれども

違う用途で使うときは同じ水野の１つのＩＤでいけるのかという

ことです。 

あと２点目が、いまの規則の最後のところなのですけれども、３

年で登録が抹消になる、これは理由が何かあるのでしょうか。以上

です。 

まず１点目のＩＤがいくつかの施設で活動されるときに複数い

るのかということですけれども、１つの団体ということでしたら複

数の施設を使われる場合でも１つのＩＤを使いまわしていただき

ます。そのＩＤで事前にこの施設とこの施設とこの施設を使いたい

ということを登録書の方に丸をしていただきますと、１つのＩＤで

複数の施設を使えます。 

というよりか、例えばですが、大東青年会議所水野で使いたいけ

れども、私の登録は家庭教育支援センターペアレンツキャンプの水

野だった場合、そのままでいけるのかということです。 

団体名が違うと基本的には違う団体というふうになりますので、

別のＩＤがいるということになります。 

それぞれの団体で使いたいときは、複数のＩＤを登録しておく必

要があるということですね。 

そうですね。あまり１人の方がたくさんのＩＤを持つということ

も好ましくないかとは思うのですが、活動内容が違えば別のＩＤと



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野委員 

田川次長 

亀岡教育長 

 

 

亀岡教育長 

 

 

 

田川次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

いうことになります。 

もう１点の３年で登録を抹消する理由ですけれども、現状としま

して、サークルとして一旦登録されても、その後あまり使用がなく

て、その後全く使用しなくなってしまう幽霊サークルのようなもの

が結構残ってしまうことがあります。３年使用されなければもうそ

のサークルが復活して再度使われることはあまりないだろうとい

うことで、３年という一定の線を引きまして、そういう実態として

活動していないサークルはもう登録は外していき、３年経ってまた

使いたい場合には再度登録していただくという方が、サークルの数

などを把握する意味でも適切だということで決めさせていただき

ました。 

データ量がどうのという問題ではないということですね。 

そうです。データ量ではありません。 

他にございませんか。無いようですので、この案件につきまして、

賛成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第３ 教委議案第１６号「大東市立生涯学習センター

条例施行規則の一部を改正する規則について」の提案理由の説明を

お願いします。     

教委議案第１６号大東市立生涯学習センター条例施行規則の一

部を改正する規則について、提案理由をご説明いたします。 

この規則改正は、新システムへの移行に伴い、施設の予約手続を

できる限り他の施設と統一的な方法で行うために改正するもので

す。まず、予約手続の基本的な流れをご説明します。 

システムでの予約は、使用希望月の３か月前の月の初日、つまり

１日から可能です。１日から６日までの間、予約希望を受け付けま

す。重複がなければ、そのまま予約が確定しますが、重複があれば、

８日にシステム上で抽選が行われます。これを一次予約といいまし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、予約が決定した人は、１４日までに各施設で本申請をしなけれ

ばなりません。 

次に、１５日から使用日の８日前まで、予約システムにより先着

順で空いている区分の予約を受け付けます。これを二次予約といい

まして、予約の決定した人は、予約決定日から７日以内に本申請を

しなければなりません。 

使用日の７日前から使用日までは、予約システムは使うことがで

きず、使用希望施設の窓口で空いている日の使用申請をすることが

できます。 

使用料については、本申請の際に支払うことになります。 

このような予約手続の流れに合致させるための改正と各種様式

の改正、この２点が主な改正内容です。 

では、議案本紙の後ろに添付しているＡ４横の新旧対照表をお願

いいたします。 

まず、第２条（使用の申請）第３項では、一次予約（抽選）の申

込期間を「申請可能月の初日～５日」であったものを「初日～６日」

に変更します。また、「指定管理者が必要と認めるときは、この限

りでない」という但し書きを追加しています。 

次のページの第５項では、二次予約（先着順）の申込期間を「申

込可能月の１５日～使用日」としていたものを「申込可能月の１５

日～使用日の８日前まで」に変更します。 

次の第６項では、申請手続期間を「予約決定から１０日以内」と

していたものを「予約決定から７日以内」に変更します。 

次の第７項では、使用日の７日前から使用日までの期間における

使用申請は、予約システムではなく、窓口で行うものとしておりま

す。 

次の第４条（使用回数）では、１人の者が１ヵ月に使用可能な回

数「５回まで」に但し書きを加え、抽選後の申請については、５回

を超えて使用することができるようにするものです。 
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第５条から第９条までは、文言の整理と、各種様式を新システム

に合わせて変更するものです。 

この規則の施行日は９月１日としております。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたしま

す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

先ほども申し上げましたが、公平性という点では、素晴らしいシ

ステムだと思います。少し懸念されますのが、例えば、あまりネッ

ト環境に詳しくない方が、窓口で一次予約の申請をすることが可能

なのかということです。それとともに、予約システムに入る方法を

なるべく分かりやすくしていただきたいなと思いますので、例えば

ホームページ上、どこかのサイトに入ってするというのだと、その

サイトに入るかどうかということを分からないといけないと思い

ますので、なるべく大東市のホームページ上のいちばん上のところ

にバナーが出てくるような形でされると使っていただきやすいか

なと思いました。 

それから、いまのは使っていただきやすさのことなのですけれど

も、もう１点、先ほど水野委員から、本人は１人なんだけれども団

体が違ったらというお話があって、それぞれにＩＤをというお話が

ありました。逆に例えば１つの団体でいくつものＩＤを発行すると

いうことになるのでしょうか。そうすると、例えば、抽選ですから

１つの団体のいくつものＩＤで申し込むと当たる確率が高くなる

と思うのですけれども、そのあたりのことはどのようにされていら

っしゃるのか教えていただけますでしょうか。 

２点ご質問があったかと思うのですが、１点目の窓口で一次予約

ができるのかということですけれども、もちろんインターネットが

使えない方はたくさんいらっしゃいますので、窓口にお越しいただ

きまして、窓口の職員が代わりに入力をするという形で一次予約に
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はもちろん参加をしていただけます。また、ホームページ上で見や

すいレイアウトにつきましては、まだシステム構築中ですので、工

夫を凝らしていきたいと考えております。 

２点目の１つの団体でいくつものＩＤが持てるかということで

すが、１つの団体ではＩＤは１つしか持つことができません。先ほ

どおっしゃっていただいたように抽選の公平性を確保するためと

なっております。 

他にございませんか。無いようですので、この案件につきまして、

賛成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第４ 教委議案第１７号「大東市立文化情報センター

条例施行規則の一部を改正する規則について」の提案理由の説明を

お願いします。     

教委議案第１７号大東市立文化情報センター条例施行規則の一

部を改正する規則について、提案理由をご説明いたします。 

この改正は、これまで文化情報センターについては、システム上

で予約状況の閲覧しかできなかったものを、新たに予約も可能とす

ることに伴い、他の施設の例に合わせて、予約手続等の変更や追加

をするものであり、比較的大きな改正となっております。 

では、議案本紙の後ろに添付しているＡ４横の新旧対照表をお願

いいたします。 

まず、第２条（使用の申請）第１項から、次のページの第７項ま

では、先程ご議決いただいた議案第１６号の生涯学習センターと同

様の手続で施設予約を可能とするための改正で、生涯学習センター

条例施行規則第２条と同様の構成になっております。 

次に、第３条の２（使用回数）については、これまで、文化情報

センターでは１カ月当たりの使用回数を制限していませんでした

が、他の施設と同様、１ヵ月５回まで、ただし抽選後の申請につい
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ては、５回を超えて使用することができるようにするものです。 

その下の第４条（使用の許可）第１項から第３項では、「施設使

用許可決定通知書」等の様式を新システムに合わせて追加している

ほか、所定の期日までに使用料を納付しないときには予約の決定を

取り消す旨の規定を追加しております。 

第５条（使用の許可の変更および取消しの申請）から次のページ

の第７条（使用料の返還）についても、他施設と同様の手続を可能

にするための改正となっております。 

第８条（使用料の減免）第１項では、これまで、文化情報センタ

ーでは、社会教育団体の使用料５割減免が規定されていなかったた

め、他の施設に合わせて規定したものです。 

次のページの第１１条（指定管理者に管理を行わせる場合の規定

の準用）については、字句の読み替えに関する規定を他施設の規則

に合わせて、表の形式に変更し、また、今回追加した各種様式につ

いても表中に規定したものです。 

この規則の施行日は９月１日としております。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたしま

す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

無いようですので、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を

求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第５ 教委議案第１８号「大東市立生涯学習ルーム条

例施行規則の一部を改正する規則について」の提案理由の説明をお

願いします。     

教委議案第１８号大東市立生涯学習ルーム条例施行規則の一部

を改正する規則について、提案理由をご説明いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この改正につきましても、新システムへの移行に伴い、基本的な

施設予約の手続に合致させるための改正が主となっています。で

は、議案本紙の後ろに添付しているＡ４横の新旧対照表をお願いい

たします。 

第２条（使用の申請）第２項では、これまで、申請可能日が「使

用日の２カ月前の初日」であったものを他の施設に合わせて「３か

月前の初日」に改正しています。ただし、改正後の規則の適用日は、

まなび南郷、まなび北新、まなび泉の各施設で異なり、それぞれ指

定管理者導入時期に合わせ、まなび泉は平成３０年度から、まなび

北新は平成３１年度から実施の予定としています。 

次の第３項から次のページの第７項までは、他施設と同様の予約

手続きを可能にするための改正です。 

その次の、第４条（使用回数）については、これまで１カ月当た

りの使用可能回数を、まなび北新とまなび泉は２回、まなび南郷は

４回としていたものを、他施設に合わせて５回に改正したもので

す。 

次に、第５条（使用の許可）、第６条（使用の許可の変更および

取消しの申請）、第９条（使用料の減免）についても、他施設と同

様の手続きを可能にするための改正です。 

次のページに移りまして、右側の改正前においては、第１１条で

（使用者の遵守事項）を規定しておりましたが、他施設に合わせて、

規則ではなく条例に規定することに変更したため、改正後では削除

しております。 

次に、改正後の第１１条においては、先程の議案第１７号と同様、

字句の読み替えに関する規定を、他施設の規則に合わせて、表の形

式に変更し、また、今回追加した各種様式についても表中に規定し

たものです。 

この規則の施行日は９月１日としております。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたしま
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す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

無いようですので、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を

求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第６ 教委議案第１９号「大東市立総合文化センター

条例規則の一部を改正する規則について」の提案理由の説明をお願

いします。     

教委議案第１９号大東市立総合文化センター条例規則の一部を

改正する規則について、提案理由をご説明いたします。 

この改正もまた、新システムへの移行に伴い、総合文化センター

のうち、公民館の予約手続について、基本的な施設予約の手続に沿

って改正するものです。文化ホールは、予約システムでは予約でき

ませんが、これは文化ホールの使用については、受け入れ体制の関

係で、使用内容を正確に確認する必要があるため、従来どおり予約

状況の閲覧に留めることとしています。 

では、議案本紙の後ろに添付しているＡ４横の新旧対照表をお願

いいたします。 

第２章「文化ホール」の第８条第２項は、新システムに合わせた

様式の改正です。 

第３章「公民館」の第１７条（使用の申請）、次のページの、第

１９条（使用の許可）、第２１条（使用料の減免）は、他施設と同

様の手続きを可能とするために改正するものです。 

第４章「補則」では、右側の改正前では、第２３条で（駐車場の

使用時間）、第２４条で（駐車場の使用料）を定めておりましたが、

他施設に合わせて、規則ではなく条例で規定することに変更したた

め、改正後では削除しております。 
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１枚めくっていただいて、最後の「付則」において、改正前は、

（大ホール等で物品販売を行う場合の利用者負担）を定めておりま

したが、こちらも、規則ではなく条例で規定することに変更したた

め、改正後では削除しております。 

この規則の施行日は９月１日としております。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたしま

す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

無いようですので、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を

求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第７ 教委議案第２０号「大東市立歴史とスポーツふ

れあいセンター条例施行規則の一部を改正する規則について」の提

案理由の説明をお願いします。     

教委議案第２０号大東市立歴史とスポーツふれあいセンター条

例施行規則の一部を改正する規則について、提案理由をご説明いた

します。 

この改正も、新システムへの移行に伴い、基本的な施設予約の手

続に沿った改正が主となっています。 

では、議案本紙の後ろに添付しているＡ４横の新旧対照表をお願

いいたします。 

第３章「四条体育館」第７条（使用の申請）からページをめくっ

ていただいて第１７条（利用料金の減免）までは、他施設と同様の

手続を可能とするために改正するものです。 

次のページに移りまして、第６章「補則」の右側の改正前の第２

７条（駐車場の使用時間）、第２９条（駐車場の利用料金）につき

ましては、先程の議案第１９条の総合文化センターと同様、規則で
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はなく条例で規定することに変更したため、改正後では削除してお

ります。 

この規則の施行日は９月１日としております。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたしま

す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

無いようですので、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を

求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第８ 教委議案第２１号「大東市体育施設条例施行規

則の一部を改正する規則について」の提案理由の説明をお願いしま

す。     

教委議案第２１号大東市体育施設条例施行規則の一部を改正す

る規則について、提案理由をご説明いたします。 

議案書とその後の新旧対照表をご覧ください。この規則改正の理

由とその改正内容としては、大きく４つあります。 

まず１つ目は、公共施設予約システムの更新に伴い、これまで予

約システムで予約できなかった龍間運動広場を対象施設に加えた

ことにより、その一連の規定を追加したこと。 

２つ目は、対象施設の基本的な施設予約の手続の統一化を図った

ことにより、予約手続の統一化により、一次予約と二次予約の申込

期間、予約確定者の申請手続期間、使用日前１週間の窓口処理期間

に関する規定を改正したこと。 

３つ目は、６月議会で成立した大東市立体育施設条例の一部改正

による「空いている時間帯の個人使用を利用の届出として明確化し

たこと」に伴い、関連規定を整理し、追加したこと。 

４つ目は、公共施設予約システムの様式に合わせて様式を変更し
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たことです。 

今回の改正は、これらの理由によって、かなり大規模な改正にな

っています。 

規則の施行期日は、予約システムの本格稼働に合わせ、平成２９

年９月１日としています。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたしま

す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

無いようですので、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を

求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第９ 教委議案第２２号「大東市立中学校運動場夜間

開放事業実施規則について」の提案理由の説明をお願いします。    

教委議案第２２号大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則

について、提案理由をご説明いたします。 

議案書をご覧ください。この改正は、公共施設予約システムの更

新に伴い、住道中学校、深野中学校、四条中学校に設置した夜間照

明設備を使用した運動場の予約を新たにこのシステムで行うこと

ができるようにすることに伴い、既にある大東市立小・中学校の施

設の使用に関する条例施行規則とは別に、予約システムにおける予

約の手続等を規定するため、制定するものです。 

従来の施行規則と別に新しく規則を制定する理由としては、 

小・中学校の施設開放については、予約システムでできるものとで

きないものがあり、同一の規則で制定すると混乱を招くおそれがあ

ること、また、夜間照明設備の予約手続は複雑であり、現行の条例

施行規則で規定すると、その大部分を夜間照明設備の手続が占めて

しまい、他の規定とのバランスが悪くなることからです。 
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夜間照明設備の手続は、他の生涯学習施設の手続にできるだけ準

じた形で規定しており、その具体的な内容は、一次申請の申請可能

日は、使用日の前月の初日から６日までとし、申請が複数の場合は

システムで抽選することとし、予約が決定した者は１４日までに申

請し、支払、利用番号・コインの受領等の手続を終えること。１５

日以後は、二次申請として空区分を体育館窓口で申請できることな

どです。 

また、他の施設と異なるところは、申請可能日が学校行事との関

係により、使用日の前月の初日と遅くなっていることや、申請は、

事前に校長の承認を経て申請書を委員会に提出する点です。 

施行期日は、平成２９年９月１日としています。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたしま

す。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

第３条の２項の種目のところなんですけれども、これは旧のとお

りで、サッカー、ラグビー、ソフトボール、そして、前３号に掲げ

るもののほか、委員会が認めた種目とありますけども、実際この３

つの種目以外でどのような種目の依頼があって、認めたものという

のはどういうものがあったのですか。 

だいたいこの３種目に偏っているのですが、あとは、各々のサー

クル等の内容等で認めている場合もございます。 

例えば、住道中だったら、外にもバスケットゴールがあるじゃな

いですか。あそこで、バスケットボールをやりたいというのは特に

なかったのですね。 

ございませんでした。 

仮に、バスケットボールだったとすれば、認めた種目には入りま

すか。 

その時間帯にそこの場所が空いておれば、一応電気を使用すると
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いうことであれば認める形になります。 

他にございませんか。無いようですので、この案件につきまして、

賛成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第１０ 教委議案第２３号「大東市飯盛城跡の調査研

究に関する専門委員の委嘱について」の提案理由の説明をお願いし

ます。 

教委議案第２３号大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員

の委嘱について、提案理由のご説明をさせていただきます。 

大東市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会については、平成

２７年度に、飯盛城址の国史跡指定を目指すにあたり、その前提と

なる具体的な調査・研究について、考古学をはじめとする関連する

各分野の専門家の観点から総合的に指導・助言を受けるために設置

したものです。 

規則により委員の定数は５人以内で、任期は２年となっており、

この７月に委嘱期間が終了しますので、引き続いて同じ５名の専門

家に委員の委嘱をするものでございます。 

以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

それでは、この案件に関しまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いします。 

無いようですので、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を

求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・以下、一般業務報告につき要点のみを記載・・・・・ 

 

①平成３０年度使用小学校教科用図書 特別の教科道徳 採択関

係日程について 

⇒小学校教科用図書 特別の教科道徳採択に係る今後の日程につ

いての報告。最終７月の定例会において採択決定を行う予定。 

意見・質問等 

・各小学校から意見書が出るのか。 

⇒１２校全校から意見書が出る。 

・閲覧アンケートはどれくらいあるのか。 

 ⇒現時点では、８名来所、閲覧アンケートは１枚。 

 

②大東市立北条コミュニティセンター条例等の一部を改正する条

例について 

⇒市議会６月定例月議会に上程し、議決を受けたもの。大東市公共

施設予約システムが９月に新システムに移行することに伴い、生涯

学習課所管の４つの条例とスポーツ振興課所管の２つの条例を一

括して改正するもの。 

 

③大東市立北条コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正

する規則について 

⇒大東市公共施設予約システムが９月に新システムに移行するこ

とに伴い、北条体育館、北条グラウンドの予約手続について、他の

生涯学習施設の手続にできるだけ統一した上で、改正を行うもの。 

また、６月定例月議会で改正した北条コミュニティセンター条例の

一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

④「深野新田会所と両皇大神社」の説明板設置について 

⇒深野新田会所と両皇大神社の説明板を設置したことについて、設



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置場所や説明板の内容等を報告。 

 

⑤大東市立学校運動場夜間開放事業実施要綱を廃止する要綱につ

いて 

⇒「大東市立中学校運動場夜間開放事業実施規則」が制定されるこ

とに伴い、要綱を廃止するもの。 

 

⑥その他 

（田中委員より） 

公共施設の予約システムに関して、利用が決定した場合の利用料

は現金でなくてはいけないのか。振込制度は。 

⇒振込は、システムとしては可能。今後検討していきたい。 

 

（水野委員より） 

大東学び合いネットに掲載されているステップアップ学習プリ

ントについて。家庭内でプラスアルファの勉強ができる素材として

良いものだと思うが、解答の説明がないので、解説の充実や動画で

の解説などがあれば、より良いものになるのでは。 

また、あまり知られていないと感じるので、学校現場での啓発、

家庭教育支援チームでの情報啓発の一環として発信するといいの

では。 

⇒自力解決が図りやすいように、いまの解答の記載を見直すととも

に、難易度の高い計算問題に関しては、解説あるいはヒントの充

実を図るなど、今後検討してまいりたい。 

発信についても、ホームページや委員会だよりに複数回掲載する

など、より一層の発信に努めてまいりたい。 

 

（花田委員より） 

学校にステップアップ学習プリントの紹介はされているのか。 



 

 

 

 

⇒元々校内で使用しており、その次に宿題として使って、学校で解

答、解説をしている。それを、家庭学習でも使っていただきたい

ということで、大東学び合いネットでも掲載している。 

 

以上 

 

 

 

 

平成２９年９月１９日 

 

亀岡教育長 

 

太田委員 


